
は
じ
め
に

一
九
九
八
年
十
月
中
旬
、
金
沢
の
東
部
環
状
道
路
（
国
道
8
号
バ
イ
パ
ス
）
建
設
に
と
も
な
う

卯
辰
ト
ン
ネ
ル
北
口
の
斜
面
工
事
中
、
そ
の
山
腹
（
金
沢
市
御
所
町
地
内
）
か
ら
数
十
体
分
の
人

骨
（
最
多
に
み
て
四
十
体
、
最
少
に
み
て
も
二
十
八
体
と
い
う
）
が
掘
り
出
さ
れ
た
。
種
々
の
調

査
検
討
の
結
果
、
明
治
の
初
め
諸
藩
に
流
配
さ
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
う
ち
加
賀
（
金
沢
）
藩

に
預
け
ら
れ
た
人
々
の
な
か
の
死
亡
者
の
埋
葬
骨
の
可
能
性
が
濃
厚
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
今
、

こ
れ
ら
の
人
骨
は
、
東
京
の
国
立
科
学
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
人
類
学
的
研
究
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
現
状
で
あ
る
が
、
他
方
、
最
も
関
連
性
が
高
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
流
配
事
件
に
つ
い
て
の

歴
史
学
的
研
究
の
進
捗
状
況
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
後
者
は
、
三
俣
俊
二
『
金
沢
・
大

聖
寺
・
富
山
に
流
さ
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
』（
聖
母
の
騎
士
社
、
二
○
○
○
年
一
月
刊
。
以
下
、

「
三
俣
著
」
と
略
称
）
に
よ
っ
て
、
当
地
域
の
流
配
の
全
貌
が
飛
躍
的
に
明
確
と
な
っ
た
。
ま
た
、

こ
れ
よ
り
先
に
公
刊
さ
れ
た
家
近
良
樹
『
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
流
配
事
件
│
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
へ

の
道
│
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
二
月
刊
）
に
よ
っ
て
、
明
治
維
新
期
の
日
本
近
代
成
立

史
の
な
か
に
、
こ
の
事
件
を
歴
史
学
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
加
賀
・
越
中
に
流
配
さ
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
研
究
に
、

地
元
の
研
究
者
と
し
て
若
干
の
新
史
料
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
俣
著
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
頭
書
の
人
骨
群
が
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
埋
葬
骨

で
あ
る
可
能
性
は
大
で
あ
る
が
、
確
定
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
確
定
す
る
に
は
、
決
定
的
物
証

が
不
足
し
て
い
る
上
、
金
沢
藩
で
の
実
態
を
示
す
記
録
が
、
大
聖
寺
藩
・
富
山
藩
と
比
較
し
て
も
、

著
し
く
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
紹
介
す
る
史
料
で
も
、
金
沢
に
お
け
る
死
亡
者
全
員
の
リ

ス
ト
や
埋
葬
地
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
残
念
な
が
ら
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
、
死
亡
者
の

何
人
か
の
名
前
、
さ
ら
に
葬
送
に
つ
い
て
の
新
た
な
記
述
が
見
い
だ
せ
、
一
歩
前
進
に
は
寄
与
で

き
る
と
思
う
。
以
下
、
史
料
欠
如
の
著
し
い
金
沢
藩
で
の
実
態
に
つ
い
て
、
三
俣
著
が
使
用
し
て

い
な
い
未
刊
行
の
史
料
（
恭
敏
公
『
御
手
留
抄
』
│
別
名
『
恭
敏
公
日
記
』）
を
紹
介
し
、
さ
ら

に
活
字
化
さ
れ
て
は
い
る
が
金
沢
の
実
態
解
明
に
役
立
て
ら
れ
て
い
な
い
日
本
外
交
文
書
や
石
川

県
史
料
を
加
え
て
整
理
し
、
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
の
手
掛
り
を
提
供
し
た
い
と
思
う
。

〔
史
料
〕

a
『
公
文
録
』

│
「
異
宗
徒
一
件
」

○
明
治
二
年
己
巳

（
2
Ａ
│
9
│
公
6
5
）

廿
五

金
沢
藩
外
七
藩
御
預
ノ
儀
御
達
〔
十
月
〕

1120

○
明
治
三
年
庚
午
　
正
月
〜
十
二
月

（
2
Ａ
│
9
│
公
4
4
6
）

一

外
務
省
、
御
預
藩
々
へ
布
達
届

0713
二

金
沢
藩
、
脱
走
人
ニ
付
届

0716

廿
二

富
山
藩
、
御
預
人
請
取
済
届
并
生
死
人
届

0780

廿
五

金
沢
藩
、
改
心
ノ
者
復
籍
ノ
儀
伺

0818

廿
八

取
扱
方
取
調
可
届
出
達

0836

一
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加
越
に
お
け
る
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
流
配
事
件
の
史
実

│
同
時
代
史
料
の
整
理

│

T
he
H
istorical

F
acts

concerning
the
C
ase
of
U
ragam

i-C
hristians

exiled
to
the
P
rovinces

of
K
aga
and
E
ttchu

│A
C
areful

A
rrangem

ent
of
C
ontem

porary
H
istorical

M
aterials

│

森
　
山
　
誠
　
一

Seiichi
M
oriyam

a

〈
目
　
　
次
〉

は
じ
め
に

第
一
　
流
配
の
指
令
・
人
数
な
ど

第
二
　
御
預
り
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
取
り
扱
い
の
実
態

第
三
　
諸
外
国
か
ら
の
名
指
し
抗
議
と
英
国
外
交
官
の
現
地
視
察

第
四
　
英
国
新
潟
領
事
代
理
ト
ゥ
ル
ー
プ
等
の
現
地
視
察
後

第
五
　
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
に
流
配
さ
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
長
崎
帰
還
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三
十
一

金
沢
藩
、
同
上
ニ
付
届

0841

○
明
治
四
年
辛
未
　
正
月
〜
七
月

（
2
Ａ
│
9
│
公
5
2
2
）

二

大
聖
寺
藩
、
英
人
相
越
ニ
付
水
野
少
丞
被
差
遣
御
達

0264
十

大
聖
寺
藩
、
弾
正
台
并
宣
教
官
員
巡
回
ノ
儀
御
達

0331

○
明
治
四
年
辛
未
　
八
月
〜
十
二
月

（
2
Ａ
│
9
│
公
5
2
3
）

九

富
山
県
、
病
死
人
届

0572

○
明
治
五
年
壬
申

（
2
Ａ
│
9
│
公
7
2
9
）

十
八

石
川
県
、
佐
之
助
脱
走
届
〔
壬
申
七
月
廿
三
日
〕

0245

十
九

同
県
、
生
死
人
員
届
〔
壬
申
八
月
四
日
〕

0246

二
十
四

石
川
県
、
悔
悟
ノ
者
帰
籍
届
〔
壬
申
九
月
〕

0281

○
明
治
六
年
「
異
宗
徒
」

（
2
Ａ
│
9
│
公
1
0
1
4
）

二

石
川
県
、
改
心
ノ
徒
帰
籍
届

0399

七

石
川
県
、
帰
籍
取
扱
ノ
儀
伺

0412

十
二

石
川
県
、
人
員
届
〔
明
治
六
年
三
月
十
五
日
〕

0434

二
十

新
川
県
、
人
員
届
〔
明
治
六
年
四
月
二
十
日
〕

0495

二
十
八

石
川
県
、
帰
籍
届

0543

○
明
治
六
年
「
諸
県
」

（
2
Ａ
│
9
│
公
8
6
3
〜
8
6
4
）

〔
五
月
〕
三
十
七
　
石
川
県
ヨ
リ
異
宗
徒
処
刑
済
ノ
者
帰
籍
ノ
儀
届

0360

〔
六
月
〕
三
十
三
　
石
川
県
ヨ
リ
異
宗
徒
長
崎
県
へ
帰
籍
ノ
儀
届

0550

s
『
太
政
類
典
』
│
「
教
法
」（
目
録
・
中
編
、
四
六
〇
頁
）（
2
Ａ
│
9
│
太
4
7
4
）

○
「
各
県
拘
留
長
崎
県
異
宗
徒
人
員
開
申
」〔
明
治
六
年
三
月
十
日
〕

○
「
各
県
拘
留
異
宗
徒
帰
籍
ヲ
上
申
ス
」〔
明
治
六
年
二
月
〕
│
不
改
心
者
の
出
発
年
月
日

○
「
長
崎
県
復
籍
異
宗
徒
、
貧
困
ノ
者
ニ
家
屋
ヲ
給
シ
就
職
セ
シ
ム
」

〔
明
治
六
年
九
月
、
第
五
大
区
戸
長
米
倉
正
芳
、
上
申
書
〕
│
浦
上
帰
着
年
月
日

d
『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
三
冊
・
第
三
巻
〜
第
五
巻
（
昭
和
一
三
〜
一
四
年
刊
）

f
恭
敏
公
『
御
手
留
抄
』（「
加
越
能
文
庫
」
│
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
資
料
館
）

g
『
加
賀
藩
史
料
』
藩
末
篇
・
下
（
前
田
育
徳
会
、
昭
和
三
三
年
四
月
初
版
）

h
『
石
川
県
史
料
』
第
一
巻
〜
第
五
巻
（
旧
内
閣
文
庫
蔵
「
石
川
県
誌
稿
」
の
翻
刻
。
石
川
県
立

図
書
館
、
昭
和
四
六
年
四
月
〜
五
十
年
二
月
刊
）

j
松
本
白
華
『
白
華
備
忘
録
』（
原
書
は
無
標
題
・
自
筆
。
加
賀
本
誓
寺
白
華
文
庫
蔵
。
大
谷
大

学
国
史
研
究
会
、
仮
題
翻
刻
。
昭
和
八
年
二
月
刊
）

k
松
本
白
華
「
耶
蘇
之
徒
教
諭
大
事
件
」「
富
山
事
件
備
忘
録
」（『
明
治
仏
教
全
集
』
第
八
巻

〔
護
法
篇
〕
所
収
。
春
陽
堂
、
昭
和
十
年
二
月
刊
）

l
『
加
賀
市
史
』
資
料
編
第
三
巻
（
昭
和
五
二
年
三
月
刊
）

¡0
「
子
爵
前
田
家
文
書
」（『
加
賀
市
史
料
（
七
）』
加
賀
市
立
図
書
館
、
昭
和
六
二
年
三
月
刊
）

¡1
「
切
支
丹
一
語
一
件
控
簿
」（『
富
山
県
史
』
史
料
編
Ⅳ
・
近
代
上
。
昭
和
五
三
年
十
月
刊
）

〔
参
考
文
献
〕

a
F
・
マ
ル
ナ
ス
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
復
活
史
』（
原
書
・
一
八
九
六
年
刊
。
久
野
桂
一
郎
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
刊
）

s
「
旅
の
話
」（
浦
川
和
三
郎
『
浦
上
切
支
丹
史
』〔
昭
和
一
八
年
刊
〕
な
ど
）

d
塚
田
信
寿
「
浦
上
切
支
丹
重
次
郎
の
改
心
と
改
心
戻
し
」（『
日
本
歴
史
』
二
五
一
号
、
一
九
六

九
年
四
月
号
）

f
片
岡
弥
吉
「
異
宗
門
徒
人
員
帳
の
研
究
」（『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
』
第
十
四
輯
、
一
九
七
二
年
八

月
）
│
同
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
史
』（
時
事
通
信
社
、
昭
和
五
五
年
四
月
刊
）

g
カ
ス
テ
ラ
ン
神
父
『
石
川
の
キ
リ
シ
タ
ン
』（
一
九
七
三
年
九
月
刊
）

h
家
近
良
樹
『
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
流
配
事
件
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
二
月
刊
）

j
三
俣
俊
二
『
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
に
流
さ
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
』（
聖
母
の
騎
士
社
、
二

○
○
○
年
一
月
刊
）

〔
国
道
8
号
バ
イ
パ
ス
卯
辰
ト
ン
ネ
ル
工
事
で
出
土
の
「
人
骨
群
」
に
つ
い
て
〕

a
建
設
省
金
沢
工
事
事
務
所
『
道
路
工
事
に
伴
い
出
土
し
た
人
骨
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
』（
九

九
年
五
月
一
〇
日
。
東
京
慈
恵
医
大
・
竹
内
講
師
に
よ
る
人
骨
鑑
定
結
果
の
概
要
を
含
む
）

s
三
俣
俊
二
（
聖
母
女
学
院
短
大
教
授
・
キ
リ
ス
ト
教
史
専
攻
）
講
演
記
録
『
金
沢
藩
流
配
の
浦

上
キ
リ
シ
タ
ン
│
卯
辰
山
発
掘
の
人
骨
と
の
関
わ
り
を
探
る
│
』（
一
九
九
九
年
七
月
四
日
、

カ
ト
リ
ッ
ク
金
沢
教
会
）

d
三
俣
俊
二
「
金
沢
・
卯
辰
山
で
発
見
│
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
遺
骨
か
│
」（『
聖
母
の
騎
士
』

一
九
九
九
年
九
月
号
・
十
月
号
連
載
）

二
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第
一
　
流
配
の
指
令
・
人
数
な
ど

①
の
一
　
『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
三
冊
、
二
六
一
〜
二
六
二
頁

△
五
七
二
「
太
政
官
ヨ
リ
長
崎
県
ヘ
ノ
達
書
」（
明
治
二
年
十
月
日
欠
）

付
属
書
一
「
十
月
　
太
政
官
ヨ
リ
金
沢
藩
ヘ
ノ
達
書
」

「

金
　
沢
　
藩

肥
前
国
浦
上
村
其
外
異
宗
門
之
徒
凡
五
百
十
五
人

│
│
│
│
│
│
│
其
藩
へ
御
預
被
　
仰
付
候
事

十
月
　
　
　
　
　
　
太
政
官
　
　
」

①
の
二
　
『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
三
冊
、
六
二
一
〜
六
二
六
頁

△
六
六
九
「
浦
上
村
耶
蘇
教
徒
ヲ
各
藩
ヘ
移
送
シ
タ
ル
旨
ノ
報
告
書
送
付
ノ
件
」（
明
治
二
年
十

二
月
二
十
日
）
│
外
務
卿
沢
宣
嘉
・
同
大
輔
寺
島
宗
則
ヨ
リ
各
国
公
使
宛
│

付
属
書
一
「
十
二
月
八
日
長
崎
県
ヨ
リ
太
政
官
弁
管
宛
右
報
告
書
」

付
属
書
二
「
各
藩
ヘ
移
送
ノ
人
数
書
」
│
抄
録
・
森
山
注
│

金
沢
藩

百
十
五
人
〔
編
者
原
註
「
戸
主
」〕

四
百
拾
人
〔
編
者
原
註
「
家
族
」〕

〆
五
百
二
十
五
人
〔
編
者
原
註
「
五
七
二
付
属
書
一
ニ
ハ
金
沢
藩
五
百
十
五
人

ト
ア
レ
ト
モ
実
際
ニ
ハ
五
百
二
十
五
人
移
送
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
カ
」〕

大
聖
寺
藩

八
十
三
人

…
…
…
…

…
…
…
…

（
注
）
金
沢
・
大
聖
寺
の
ほ
か
に
高
知
・
高
松
・
松
江
・
和
歌
山
・
岡
山
・
郡
山
・
名
古

屋
・
津
・
姫
路
・
広
島
・
鹿
児
島
・
福
岡
（
山
口
藩
分
）
・
鳥
取
・
徳
島
・
津
和
野
・
福

山
の
各
藩
。
合
計
二
千
八
百
拾
人
。
こ
の
報
告
に
は
、
富
山
藩
へ
の
配
分
は
記
載
な
し
。

②
浦
川
和
三
郎
著
『
浦
上
切
支
丹
史
』（
昭
和
十
八
年
九
月
刊
）
六
○
五
頁

「
流
罪
人
員
一
覧
」
の
う
ち
、
加
賀
・
越
中

配
　
所

総
　
員

生
児

死
亡

逃
亡

改
心
帰
還

不
改
心
帰
還

加
賀
金
沢

五
一
六

四
四

一
○
四

一

三
六

四
一
九

同
大
聖
寺

五
○

│

五

│

四
五

越
中
富
山

四
二

七

七

│

四
二

合
計

六
○
八

五
一

一
一
六

一

三
六

五
○
六

（
注
）
カ
ス
テ
ラ
ン
神
父
『
石
川
の
キ
リ
シ
タ
ン
』（
一
九
七
三
年
九
月
刊
）
一
五
三
頁
掲
載

の
人
数
は
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

③
片
岡
弥
吉
著
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
史
』（
昭
和
五
五
年
四
月
刊
）
六
二
六
頁

藩
名

預
人
員

生
児

死
亡

脱
走

明
治
5
年

明
治
6
年

復
籍
者

帰
籍
者

加
賀

五
二
六

五
九

一
○
三

二

三
四

四
八
一

大
聖
寺

四
四

右
含

右
含

右
含

右
含

右
含

富
山
　

四
二

四

五

○

○

四
一

合
計

六
一
二

六
三

一
○
八

二

三
四

五
二
二

（
注
）
片
岡
弥
吉
「
異
宗
門
徒
人
員
帳
の
研
究
」（『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
』
第
十
四
輯
、
一
九

七
二
年
八
月
）
を
も
参
照
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
二
年
、
加
越
能
（
金
沢
藩
・
大
聖
寺
藩
・
富
山
藩
）
に
預
け
ら
れ
た
浦
上

キ
リ
シ
タ
ン
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
諸
書
に
よ
り
相
違
が
あ
る
。
同
時
代
の
史
料
に
も
と
づ
き
、

可
能
な
か
ぎ
り
正
確
な
史
実
を
抽
出
し
、
吟
味
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
流
配
の
最
初
の
指
令
（
三
藩
以
外
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
）
か
ら
、
実
際
に
実
施
さ
れ

た
も
の
ま
で
の
記
録
を
年
月
日
順
に
列
挙
す
る
と
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

Ａ
　
指
令
・
達
書

①
慶
応
四
年
閏
四
月
十
七
日
（『
法
令
全
書
』）

閏
四
月
十
九
日
（「
御
一
新
際
御
達
」『
加
賀
藩
史
料
』
藩
末
篇
下
、
八
二
七
頁
）

「
加
賀
国
　
百
二
万
二
千
七
百
石
　
前
田
宰
相
中
将

凡
二
百
五
十
人

右
　
大
坂
迄
　
但
シ
蔵
屋
敷
え
相
渡
」

（
注
）
他
の
藩
に
つ
い
て
は
、
省
略
。
た
だ
し
、
大
聖
寺
藩
、
富
山
藩
は
対
象
外
。

こ
の
時
は
、
長
州
（
萩
）
藩
・
津
和
野
藩
・
備
後
福
山
藩
の
三
藩
へ
の
流
配
だ
け
が
実
施
さ
れ
、

そ
れ
以
外
の
実
施
は
延
期
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
の
流
配
に
加
賀
藩
の
関
わ
り
が
無
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
御
預
人
を
三
藩
へ
輸
送
し
た
船
が
、
実
は
当
時
、
長
崎
港
に
い

三
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た
加
賀
藩
の
持
ち
船
「
李
百
里
」（
注
）
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
注
）「
李
百
里
」
は
、
原
名
を
サ
ー
・
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
（Sir

H
arry

P
arkes

）
と
い

う
鉄
製
の
蒸
気
船
で
、
一
八
六
二
年
英
国
製
。
慶
応
元
年
十
月
、
長
崎
に
て
購
入
。
煙
突

一
本
、
マ
ス
ト
三
本
。
五
百
ト
ン
。
百
十
馬
力
。
長
三
四
間
、
幅
五
間
。
北
越
戦
争
の
と

き
越
後
松
ケ
崎
沖
で
座
礁
破
船
。

◇
『
木
戸
孝
允
日
記
』（
第
一
）
よ
り
　
　
　
　
　
　

「〔
明
治
元
年
五
月
〕
同
月
廿
一
日
、
朝
又
雨
十
二
日│
西
役
所
へ
出
、
邪
蘇
党
の
も

の
今
日
漸
呼
出
す
、
彼
等
昨
日
已
来
巨
魁
等
の
居
宅
へ
集
会
、
出
不
出
の
事
を
相
諭

し
終
に
出
る
に
決
、
尽
応
命
、
六
時
前
後
、
一
統
申
渡
尽
加
州
蒸
気
艦
へ
乗
せ
込
、

明
暁
を
期
し
揚
碇
の
手
筈
定
た
り
、
加
州
蒸
気
を
以
、
運
送
す
る
事
件
、
極
密
十
四

日
に
決
定
し
用
意
申
付
た
り
、
此
度
初
発
其
巨
魁
の
分
而
巳
先
処
置
に
及
ふ
、
人
数

百
□
□
人
、
分
て
長
州
へ
五
十
人
、
津
和
野
へ
□
□
人
、
福
山
へ
二
十
人
の
配
分
あ

り
、
…
…
」（
四
四
頁
）

「
同
月
廿
二
日
…
…
…
此
朝
、
加
州
之
蒸
気
、
冐
風
波
出
帆
す
…
…
」（
四
五
頁
）

（
注
の
注
）
流
配
は
、
長
州
萩
へ
六
十
六
人
、
津
和
野
へ
二
十
八
人
、
福
山
へ
二

十
人
。
合
計
、
百
十
四
人
。

◇
高
橋
荘
兵
衛
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」（
明
治
三
年
十
月
）
よ
り

「
…
…
李
百
里
御
艦
、
同
〔
慶
応
三
年
〕
七
月
御
国
え
乗
廻
、
右
御
艦
為
御
修
覆
同

年
十
月
長
崎
え
乗
廻
、
於
同
所
商
会
取
開
、
明
治
元
年
正
月
同
所
御
奉
行
退
去
後
、

諸
藩
為
会
議
西
役
所
え
罷
出
、
同
所
政
事
方
裁
判
相
勤
候
処
、
二
月
十
五
日
惣
督
沢

主
水
正
殿
着
ニ
付
、
御
引
渡
、
其
後
、
李
百
里
御
艦
ニ
而
異
宗
之
徒
乗
廻
…
…
」

◇
青
野
稔
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」（
明
治
三
年
十
月
）
よ
り

「
肥
前
長
崎
え
航
海
中
、
明
治
元
年
五
月
同
国
浦
上
郷
村
異
宗
之
徒
有
之
、
毛
利
宰
相

殿
等
三
家
え
御
預
可
相
成
ニ
付
、
右
徒
之
者
御
艦
を
以
、
引
送
方
御
用
相
勤
旨
長
崎
府

御
惣
督
澤
右
衛
門
権
佐
殿
よ
り
御
内
密
被
　
命
、
夫
々
引
送
帰
港
御
届
申
上
候
…
…
」

◇
『
ナ
ガ
サ
キ
・
シ
ッ
ピ
ン
グ
・
リ
ス
ト
』（N

agasaki
Shipping

L
ist

）
よ
り

「
…
…
…
新
政
府
が
で
き
て
間
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫
害
が
再
び
始
ま
り
、
一

八
六
八
年
七
月
十
七
日
〔
明
治
元
年
五
月
二
八
日
〕、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
告
白
し
た

と
い
う
理
由
で
、
子
供
を
含
む
何
百
人
も
の
男
女
が
検
挙
さ
れ
、
投
獄
さ
れ
た
。
条
約

四

国
領
事
た
ち
の
干
渉
と
抗
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
加
賀
侯
の
持
船
で
あ
っ
た
日

本
蒸
気
船
サ
ー
・
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
号
（
少
し
の
ち
に
難
破
）
に
乗
せ
ら
れ
て
国
内

各
地
へ
流
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
彼
ら
の
消
息
は
分
か
ら
な
い
。
…
…
」（
原
注
）「
こ

の
記
事
は
今
年
〔
一
八
七
○
年
〕
初
め
に
書
か
れ
た
。
…
…
」（『
ノ
ー
ス
・
チ
ャ
イ

ナ
・
ヘ
ラ
ル
ド
』
一
八
七
○
年
三
月
一
日
〔
和
暦
明
治
三
年
一
月
二
九
日
〕
転
載
。

│
〔

〕
内
は
引
用
者
・
森
山
注
記
。
国
際
ニ
ュ
ー
ス
事
典
出
版
委
員
会
編
『
外
国

新
聞
に
見
る
日
本
』
①
本
編
、
四
九
七
頁
）

金
沢
藩
の
場
合
、
流
配
の
延
期
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
年
六
月
二
十
日
「
弁
事
局
よ
り
御
呼
立

に
付
、
罷
出
候
処
、
切
支
丹
之
徒
御
渡
方
之
儀
に
付
、
左
之
通
、
御
書
取
等
御
渡
に
相
成
」
と
。

「

前
田
宰
相

長
崎
近
傍
浦
上
村
住
民
切
支
丹
宗
徒
之
者
、
先
達
而
諸
藩
へ
御
預
け
引
渡
方
被
仰
出
候
処
、

彼
地
都
合
に
寄
、
今
一
応
御
沙
汰
有
之
候
迄
、
受
取
人
出
張
に
不
及
候
事
。

六
月
　
　
」（「
御
家
録
方
日
記
」『
加
賀
藩
史
料
』
藩
末
篇
下
、
八
八
五
〜
六
頁
）

②
と
こ
ろ
が
、
新
政
府
は
、
明
治
二
年
十
月
、
延
期
し
て
い
た
流
配
処
分
を
復
活
・
強
行
。

（
ａ
）
金
沢
藩
に
は
、
改
め
て
前
年
の
二
倍
以
上
の
人
数
を
預
け
る
指
令
が
下
さ
れ
た
。

ま
ず
、
長
崎
県
へ
「
今
般
、
異
宗
門
之
徒
御
取
締
ニ
付
、
別
紙
之
通
藩
々
え
御
達
相
成
候

間
、
為
心
得
相
達
候
事
／
十
月
　
太
政
官
」
と
い
う
達
書
が
届
け
ら
れ
、
他
方
、
金
沢
藩
な

ど
へ
は
次
の
よ
う
に
達
せ
ら
れ
た
。（『
公
文
録
』
は
「
己
巳
十
月
」）

「

金
　
沢
　
藩

肥
前
国
浦
上
村
其
外
異
宗
門
之
徒
凡
五
百
十
五
人

│
│
│
│
│
│
│
其
藩
へ
御
預
被
　
仰
付
候
事

十
月
　
　
　
太
政
官
」（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
三
冊
。
二
六
一
〜
二
頁
）

人
数
の
上
に
、
増
減
の
含
み
を
意
味
す
る
「
凡
」
の
文
字
が
あ
り
、
金
沢
藩
へ
は
、
実
際

に
は
、
こ
れ
よ
り
多
く
預
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
新
政
府
と
交
渉
の
結
果
、
こ
れ
を
越

え
る
人
数
は
、
富
山
藩
へ
預
け
替
え
と
な
る
。

な
お
、
こ
の
達
書
に
は
、
付
属
書
が
あ
り
、
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
指
示
な
ど
が
書
か
れ

て
い
た
。

「
一
　
御
預
ケ
之
者
共
、
従
来
支
配
地
人
民
同
様
懇
ニ
撫
育
シ
開
墾
・
土
工
・
金
工
其
外
夫
役

〔
時
？
〕
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ニ
召
仕
相
応
産
業
ニ
基
候
様
可
取
扱
事

一
　
異
宗
信
仰
ヲ
厳
禁
シ
人
事
ヲ
尽
シ
教
諭
ヲ
加
ヘ
良
民
ニ
復
シ
候
様
精
々
教
化
可
致
候
事
　

一
　
御
預
人
引
取
方
、
来
十
一
月
廿
五
日
後
ハ
何
時
モ
差
支
無
之
様
、
手
当
可
致
置
候
事

但
、
御
預
藩
々
最
寄
便
宜
乃
港
迄
、
長
崎
県
ヨ
リ
護
送
可
致
ニ
付
、
掛
合
次
第
速

ニ
請
取
之
者
可
差
出
候
事

一
　
諸
費
ハ
藩
用
ヲ
以
テ
可
取
賄
、
尤
漸
次
産
業
ニ
基
キ
公
費
無
之
様
処
分
致
候
事

十
月
」（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
三
冊
。
二
六
二
頁
）

（
ｂ
）
同
時
に
、
新
た
に
大
聖
寺
藩
へ
も
、「
凡
五
十
人
」
御
預
け
の
指
令
が
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
東
京
詰
め
大
聖
寺
藩
公
用
人
あ
て
「
弁
官
御
役
所
ヨ
リ
御
達
ニ
ヨ
リ
、
三
条
右
大
臣

邸
ニ
出
頭
候
処
、
御
書
付
一
通
御
直
渡
」
と
い
う
。

「
肥
前
国
浦
上
村
其
外
異
宗
門
ノ
徒
凡
五
十
人

│
│
│
│
│
其
藩
エ
御
預
被
仰
付
候
事

十
月
　
　
　
太
政
官
　
　
」（「
子
爵
前
田
家
文
書
」
│
『
加
賀
市
史
料
（
七
）』）

（
注
）
付
属
書
は
、
金
沢
藩
と
同
じ
な
の
で
、
引
用
省
略
。

大
聖
寺
藩
の
場
合
も
予
め
割
当
て
ら
れ
た
人
数
よ
り
多
く
配
分
さ
れ
る
が
、
交
渉
の
結
果
、
五

十
人
を
越
え
る
人
数
は
、
富
山
藩
へ
預
け
替
え
と
な
る
。

（
ｃ
）
同
時
に
ま
た
、
新
た
に
富
山
藩
へ
も
、「
凡
五
十
人
」
御
預
け
の
指
令
が
あ
っ
た
。
た

だ
し
、
実
際
に
預
け
ら
れ
た
実
数
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
こ
れ
よ
り
少
な
い
。

③
翌
十
一
月
、
い
よ
い
よ
輸
送
に
つ
い
て
の
連
絡
が
長
崎
県
よ
り
金
沢
県
な
ど
諸
県
に
通
知
さ

れ
た
。

「
当
県
支
配
浦
上
村
異
宗
之
者
、
別
紙
之
通
、
今
般
御
沙
汰
ニ
寄
、
其
御
藩
え
御
引
渡
申
候
ニ

付
、
右
乗
舩
、
来
月
朔
日
頃
、
当
湊
出
帆
為
致
、
大
坂
府
ニ
お
ゐ
て
御
引
渡
申
候
ニ
付
、
右
舩

着
坂
之
頃
合
御
見
計
、
請
取
并
警
固
之
役
人
無
遅
滞
、
同
所
え
御
差
出
置
可
被
成
候
。
此
段
及

御
懸
合
候
、
以
上
。

十
一
月
十
三
日
　
　
長
崎
県
知
事

金
沢
藩
知
事
　
殿

同
　
参
　
事
　
殿

追
而
、
其
節
ハ
当
県
よ
り
警
固
之
も
の
付
添
差
出
候
間
、
為
心
得
申
遣
置
候
。

覚

五

マ

マ

浦
上
村
異
宗
之
者
／
御
引
渡
高
／
五
百
弍
拾
人

│
│
│
│
│
│

内

百
五
拾
人

当
節
差
送
り
方│
〔
高
〕

三
百
六
拾
人

追
而
差
送
り
方│
〔
高
〕
／
以
上
。

右
封
物
大
坂
府
御
呼
立
御
渡
、
至
急
藩
庁
へ
相
達
候
様
被
命
候
旨
、
同
所
詰
松
原
権
少
属
等

よ
り
指
出
ス
。
封
之
侭
参
事
よ
り
指
出
披
見
、
参
事
へ
渡
置
ク
。」（
恭
敏
公
『
御
手
留
抄
』）

（
注
）『
加
賀
藩
史
料
』（
藩
末
篇
・
下
、
一
一
五
一
頁
）
に
は
、
合
計
人
数
を
「
五
百
拾

人
」
と
修
正
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
内
訳
か
ら
計
算
す
る
と
、
こ
の
方
が
辻
褄
が
合

う
が
、
後
出
の
ご
と
く
実
際
の
輸
送
人
数
は
、
い
ず
れ
で
も
な
い
。
輸
送
・
引
渡
し
方

法
も
、
実
際
は
、
こ
の
通
り
で
は
な
い
。

Ｂ
　
実
際
の
輸
送
と
到
着
人
数

長
崎
か
ら
大
聖
寺
・
金
沢
へ
の
輸
送
は
、
実
際
は
、
合
計
三
回
、
ふ
た
つ
の
経
路
で
実
施
さ

れ
た
。
ひ
と
つ
は
、
船
で
長
崎
港
を
出
て
、
玄
海
灘
か
ら
関
門
海
峡
を
通
過
し
て
瀬
戸
内
海
に

入
り
、
兵
庫
・
大
坂
に
至
り
、
淀
川
を
遡
っ
て
伏
見
に
上
陸
し
、
陸
路
で
大
津
・
琵
琶
湖
（
船

│
大
聖
寺
藩
の
蒸
気
船
「
一
番
丸
」
？
│
。
ま
た
は
湖
西
の
陸
路
）
・
海
津
・
中
山
宿
・
木

芽
峠
・
〜
越
前
〜
加
賀
（
大
聖
寺
ま
た
は
金
沢
）
へ
の
ル
ー
ト
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
長
崎
か
ら

蒸
気
船
に
乗
っ
て
、
日
本
海
の
沿
岸
を
北
上
し
て
富
山
湾
に
入
り
、
能
登
半
島
の
七
尾
（
当
時

は
「
所
口
」）
に
上
陸
し
、
陸
路
で
金
沢
へ
至
る
ル
ー
ト
で
あ
る
。

a
金
沢
藩

○
第
一
陣
│
明
治
二
年
十
二
月
五
日
、
長
崎
出
港
。
そ
の
夜
は
神
崎
鼻
で
待
機
し
、
翌
朝
大
阪

（
当
時
は
「
大
坂
」）
に
向
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
第
一
陣
は
、
そ
の
殆
ど
が
戸
主
で
編
成
さ
れ
て

い
た
。
人
数
は
、
三
俣
著
は
、「
旅
の
話
」
な
ど
に
し
た
が
っ
て
「
百
二
十
四
人
」
と
す
る
が
、

金
沢
藩
側
の
同
時
代
史
料
な
ど
で
は
、
十
人
少
な
い
百
十
四
人
で
あ
る
。
結
論
を
先
ど
り
す
る
と
、

こ
の
百
十
四
人
が
正
し
い
よ
う
だ
。

彼
ら
は
瀬
戸
内
海
を
経
て
数
日
後
に
大
坂
に
着
船
。
長
崎
の
役
人
か
ら
金
沢
藩
の
役
人
に
引
き

渡
さ
れ
た
。「
旅
の
話
」
に
よ
る
と
、
収
容
さ
れ
た
場
所
は
、「
加
賀
藩
の
寺
院
」
の
本
堂
で
、

「
梅
鉢
の
紋
打
っ
た
幔
幕
を
張
っ
て
仏
壇
を
隠
し
た
大
広
間
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
後
出
の
史
料

に
あ
る
「
木
津
村
願
泉
寺
」（
現
・
大
阪
市
浪
速
区
）
の
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る
。「
翌
日
に
な
る
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と
、
所
持
の
コ
ン
タ
ス
も
書
籍
も
聖
母
の
肩
衣
ま
で
残
ら
ず
没
収
」
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
後

掲
の
史
料
に
符
合
す
る
か
ら
事
実
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
、「
善
次
郎
」
と
い
う
男
が
脱
走
、
行

方
不
明
と
な
る
。
流
配
者
た
ち
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
こ
の
事
件
で
担
当
の
役
人
二
人

が
「
謹
慎
三
十
日
」
の
処
分
を
受
け
た
。
な
お
、
善
次
郎
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
「
旅
の
話
」
に

興
味
深
い
記
述
が
あ
る
が
、
紹
介
は
省
略
す
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
後
の
人
数
は
百
十
三
人
。

数
日
後
、
大
坂
の
八
軒
家
か
ら
三
十
石
船
に
乗
せ
ら
れ
て
淀
川
を
遡
り
、
そ
の
晩
は
伏
見
に
上

陸
。
夜
道
を
歩
い
て
、
翌
朝
大
津
に
到
着
。
朝
の
琵
琶
湖
を
汽
船
〔
お
そ
ら
く
大
聖
寺
藩
の
新
鋭

の
持
船
〕
で
北
上
、
正
午
頃
、
湖
北
の
海
津
に
上
陸
。
大
雪
の
た
め
山
中
宿
で
二
泊
。
そ
の
後
、

木
芽
峠
を
越
え
越
前
に
入
り
、
さ
ら
に
歩
い
て
加
賀
に
至
り
、
大
坂
│
│
を
出
発
し
て
か
ら
十
一
日
後

〔
十
二
月
二
十
六
日
？
〕、
や
っ
と
金
沢
に
着
い
た
。
そ
し
て
、「
城
下
の
東
北
に
当
っ
て
向
山

〔
卯
辰
山
〕
と
云
ふ
小
高
い
岡
」
に
あ
っ
た
「
織
屋
」
と
通
称
さ
れ
て
い
た
二
階
造
り
の
家
屋
に

収
容
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
日
本
海
ル
ー
ト
の
第
二
陣
は
、
す
で
に
金
沢
に
到
着
し
て
、
卯
辰
山

の
山
頂
裏
の
窪
地
の
「
湯
座
屋
」
と
い
う
建
物
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。

○
明
治
二
年
十
二
月
廿
五
日

「
那│
宗
御
預
人
之
内
、
陸
行
之
分
百
十
四
人

│
│
│
│
│
（
注
）、
明
日
着
之
由
。
此
度
ハ
男
子
斗
、
至
而
剛

情
之
者
、
善
蔵
と
申
ハ
師
匠
も
い
た
し
候
位
之
者
之
由
。
沢
崎
〔
市
政
掛
の
役
人
〕、
藩
ヘ
出

申
聞
。
／
但
、
金
仏
本
等
も
所
持
い
た
し
、
尽
取
上
置
候
旨
也
」（
恭
敏
公
『
御
手
留
抄
』）

（
注
）
実
際
の
到
着
人
数
は
、
脱
走
に
よ
る
一
人
減
の
百
十
三
人
の
は
ず
で
あ
る
。

○
十
二
月
廿
八
日

「

卒
族
長
へ
／
田
辺
弥
左
衛
門
・
北
村
半
兵
衛

│
│
│
│

右
、
弥
左
衛
門
等
、
今
般
異
宗
徒
護
衛
申
付
候
処
、
願
泉
寺

│
│
│
│
止
宿
中
、
右
人
数
之
内
、
善
次
│
│

郎│
儀
、
犯
気
之
躰
ニ
而
致
出
奔
候
段
、
勤
番
中
、
不
縮
之
義
ニ
候
。
仍
之
謹
慎
罷
在
候
様
可
申

渡
候
也
。
／
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
藩
庁
」（
恭
敏
公
『
御
手
留
抄
』）

（
注
）「
藤
田
善
次
郎
」
の
逃
亡
に
つ
い
て
は
、「
旅
の
話
」（『
浦
上
切
支
丹
史
』
五
六
六
頁
）

参
照
。「
北
村
半
兵
衛

│
│
│
│
」
は
、
公
文
録
で
は
「
半
之
丞

│
│
│
」
と
あ
る
。

○
第
二
陣
│
金
沢
藩
の
蒸
気
船
「
猶
龍
丸
」（
注
）
│
明
治
二
年
十
二
月
八
日
、
長
崎
出
帆
〜

日
本
海
を
航
海
し
て
同
十
二
日
、
所
口
（
七
尾
）
着
岸
。
そ
の
後
、
大
雪
に
難
渋
し
な
が
ら
、
第

一
陣
よ
り
少
し
早
く
金
沢
着
。
向
山
（
卯
辰
山
）
の
「
湯
座
屋
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
建
物
に
収
容

さ
れ
た
。

（
注
）「
旅
の
話
」
に
は
、
船
名
「
加
賀
丸
」
と
あ
る
が
、
後
掲
資
料
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

正
し
く
は
「
猶
龍
丸
」
で
あ
る
。

猶
龍
丸
は
、
原
名
を
ア
ン
デ
ィ
ー
ン
（U

n
d
in
e

）
と
い
い
、
一
八
六
一
年
グ
ラ
ス
ゴ

ー
製
の
バ
ル
ク
鉄
船
。
加
賀
藩
が
明
治
元
年
長
崎
に
て
英
国
人
よ
り
購
入
。
四
百
ト
ン
弱
。

百
馬
力
。
長
三
二
間
余
、
幅
四
間
二
尺
。
煙
突
一
本
、
マ
ス
ト
三
本
。

移
送
人
数
は
四
百
十
人
。
た
だ
し
、
船
中
で
ひ
と
り
出
生
（
注
）。
し
た
が
っ
て
上
陸
時
に
は
、

計
四
百
十
一
人
。
こ
の
人
数
に
つ
い
て
は
異
説
あ
り
、
三
俣
著
な
ど
諸
書
で
は
十
人
少
な
い
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
四
百
十
人
プ
ラ
ス
一
人
、
計
四
百
十
一
人
が
正
し
い
人
数
で
あ
ろ
う
。

（
注
）「
旅
の
話
」
で
は
、
男
児
（
灘
之
助
と
命
名
）
と
い
い
、『
石
川
県
史
料
』（
後
出
）

で
は
、「
航
海
中
一
婦
女
児
ヲ
分
娩
ス
」
と
い
う
。

◇
大
坪
正
慎
の
回
顧
談
「
海
事
に
関
す
る
予
の
経
歴
梗
概
」（『
加
越
能
時
報
』
三
六
七
号
、
大
正

十
一
年
十
一
月
刊
。
句
読
点
・
漢
字
・
仮
名
つ
か
い
等
の
部
分
補
正
、
お
よ
び
破
線
部
分
の
中
略

は
引
用
者
）

「
…
…
明
治
元
年
藩
に
て
は
長
崎
に
於
て
汽
船
を
買
入
れ
猶
龍
丸
と
名
づ
け
ら
れ
、
之
れ
に
乗

組
を
命
ぜ
ら
れ
…
…
七
尾
に
到
り
、
同
船
に
乗
込
み
た
り
。
同
船
に
は
船
長
及
機
関
士
と
し
て

米
人
二
名
を
雇
入
れ
ら
れ
産
物
方
の
用
務
を
帯
び
、
一
面
航
海
実
習
の
生
徒
数
名
乗
込
み
た
り
。

…
…
同
年
十
一
月
横
浜
に
回
航
し
米
積
込
み
中
、
太
政
大
臣
三
條
公
よ
り
藩
へ
内
命
あ
り
、
曰

く
長
崎
地
方
に
基
督
教
伝
播
し
極
力
制
御
に
努
む
る
も
効
果
を
見
ざ
る
を
以
て
教
徒
を
分
割
し

諸
藩
に
預
け
ら
る
ゝ
こ
と
ゝ
な
れ
り
、
依
て
其
藩
の
汽
船
を
長
崎
に
回
航
す
べ
し
と
。
…
…
…

長
崎
に
到
り
、
其
旨
同
所
西
役
所
へ
届
出
た
れ
ば
直
ち
に
信
者
四
百
十
人
│
此
輩
は
多
く
は

婦
人
に
し
て
一
家
族
別
々
に
諸
藩
に
預
け
ら
れ
た
る
由
│
を
送
り
来
る
、
依
て
之
を
乗
船
せ

し
め
、
同
月
八
日
同
港
を
出
帆
し
た
る
に
、
海
荒
れ
雪
降
り
航
海
困
難
を
極
む
、
則
ち
一
夜
隠

岐
の
国
に
避
泊
し
て
翌
日
よ
り
航
海
を
続
け
、
同
十
二
日
七
尾
に
着
し
、
一
尺
余
の
雪
を
冒
し

て
信
者
を
金
沢
に
送
れ
り
。
│
金
沢
に
て
は
卯
辰
山
に
仮
小
屋
を
設
け
て
収
容
せ
ら
れ
た
る

由
│
…
…
」

◇
真
田
三
郎
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」（
明
治
三
年
十
月
）
よ
り

「
…
…
〔
明
治
二
年
九
月
〕
十
六
日
能
州
所
口
え
罷
越
、
猶
龍
丸
御
艦
乗
移
十
月
八
日
同
所
出

六
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帆
、
摂
州
神
戸
・
武
州
品
川
・
肥
州
長
崎
等
所
々
え
御
用
相
勤
、
長
崎
表
ニ
而
、
那
蘇
宗
之
者

御
引
請
之
勤
番
等
仕
り
、
同
十
二
月
十
二
日
所
口
え
着
艦
仕
候
…
…
」

◇
武
部
幸
之
助
（
小
川
清
太
の
実
弟
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」（
明
治
四
年
三
月
）
よ
り

「
…
…
〔
明
治
二
年
〕
九
月
、
猶
龍
丸
御
艦
え
乗
込
、
所
々
運
送
方
被
仰
渡
、
於
武
州
品
川
、

従
朝
廷
肥
前
長
崎
え
御
用
有
之
候
ニ
付
、
同
所
え
乗
廻
被
仰
渡
尚
又
朝
兵
卒
小
隊
大
坂
迄
便
船

被
仰
渡
候
ニ
付
、
同
所
え
夫
々
相
届
候
上
、
長
崎
え
乗
廻
候
処
、
耶
蘇
宗
ノ
者
御
藩
え
御
預
ケ

ニ
相
成
候
者
四
百
五
十
人
余
、
乗
廻
被
仰
渡
候
ニ
付
、
同
年
十
二
月
八
日
長
崎
表
出
帆
、
同
月

十
二
日
夜
、
能
州
所
口
エ
着
岸
、
同
十
四
日
金
沢
エ
着
、
夫
々
及
御
達
候
…
…
」

（
注
）
乗
船
人
数
は
大
坪
の
回
顧
が
正
し
い
と
思
う
。
金
沢
着
は
、
武
部
は
「
十
四
日
」
だ

が
、
流
配
者
た
ち
は
、
一
週
間
後
の
「
二
十
一
日
・
二
十
二
日
」
だ
っ
た
よ
う
だ
（
松
本

白
華
「
耶
蘇
之
徒
教
諭
大
事
件
」『
明
治
仏
教
全
集
』
第
八
巻
）

s
大
聖
寺
藩

○
「
…
…
金
沢
行
き
に
乗
船
で
き
な
か
っ
た
七
十
五
名
と
長
州
行
き
を
拒
否
し
た
八
名
、
合
計
八

十
三
名
は
、
十
二
月
八
日
に
長
崎
を
出
港
し
た
。」（「
旅
の
話
」。
三
俣
著
、
一
○
○
頁
〜
）

数
日
後
に
無
事
に
大
坂
に
着
後
、
兵
庫
湊
（
神
戸
）
に
回
航
。
さ
ら
に
大
坂
に
移
さ
れ
る
。

人
数
が
、
当
初
約
束
の
五
十
人
を
大
幅
に
越
え
て
い
た
の
で
問
題
と
な
り
、
受
渡
し
に
手
間
取

っ
た
の
で
あ
る
。

○
「
│
同
〔
明
治
二
年
〕
十
二
月
十
九
日
於
神
戸
表
御
引
渡
、
翌
廿
日
大
坂
表
え
着
、
同
廿
八
日

大
坂
出
立
、
庚
午
正
月
十
二
日
大
聖
寺
藩
え
着
。
道
中
付
添
役
人
士
族
五
人
卒
以
下
拾
七
人
。」

│
大
聖
寺
藩
異
宗
門
掛
ヨ
リ
ノ
報
告
書
│
（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
、
七
六
二
頁
）

○
明
治
二
年
十
二
月
廿
四
日

「
寸
楮
致
啓
達
候
。
今
般
、
当
藩
〔
金
沢
藩
〕
え
御
預
ニ
相
成
候
浦
上
村
異
宗
門
人
員
過
上
之

分
ハ
御
藩
〔
大
聖
寺
藩
〕
え
差
送
可
申
旨
、
別
紙
両
通
之
通
り
被
仰
渡
即
右
過
上
人
員
之
内
八

拾
三
人
、
大
坂
迄
積
越
候
ニ
付
、
彼
地
詰
人
よ
り
御
藩
御
詰
人
え
引
合
申
候
処
、
指
当
御
詰
人

も
少
々
候
故
、
御
人
数
御
執
志
ら
へ
、
当
藩
え
御
任
セ
被
成
度
、
仍
而
不
得
止
於
当
藩
請
取
即

兵
庫
湊
、
木
津
村
願
泉
寺

│
│
│
│
（
注
）
え
入
、
勤
番
方
等
為
致
置
候
由
申
来
候
。
尤
御
藩
御
詰
人
よ

り
も
被
申
遣
候
筈
ニ
候
得
共
、
右
之
趣
委
細
者
知
事
│
え
被
申
上
、
至
急
請
取
人
御
指
立
候

様
致
度
候
。
就
而
ハ
右
ニ
付
而
御
入
用
方
ハ
凡
而
御
藩
よ
り
御
指
出
之
筈
ニ
候
間
、
左
様
御
承

書
有
之
度
候
。
且
又
御
差
送
ニ
相
成
候
人
員
残
り
九
人
ハ
既
ニ
致
着
居
候
間
、
是
又
急
速
請
取

人
、
此
表
へ
可
被
指
越
候
。
為
念
如
此
御
座
候
、
以
上
。

月
　
日
／
金
沢
藩
　
前
田
大
参
事
等

大
聖
持│
藩
　
前
田
大
参
事
様
等

別
紙
、
御
渡
之
紙
面
至
急
入
用
ニ
付
、
大
意
如
此
、
御
預
之
内
、
過
上
之
分
ハ
大
聖
寺
藩
へ
御

預
之
分
、
長
崎
県
之
書
付
送
也
」（
恭
敏
公
『
御
手
留
抄
』、〔

〕
内
は
森
山
補
注
）

（
注
）「
願
泉
寺
」
は
、
同
名
の
寺
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
現
・
大
阪
市
浪
速
区
の
そ

れ
で
あ
ろ
う
。

○
「
子
爵
前
田
家
文
書
」
よ
り
（『
加
賀
市
史
料
（
七
）』）

「〔
明
治
三
年
〕
正
月
五
日
、
歎
願
書
差
出
、
如
左
旧
冬
十
月
於
右
大
臣
殿
御
邸
、
肥
前
国
浦
上

村
異
宗
門
ノ
徒
凡
五
十
人
、
当
藩
エ
御
預
ケ
被
仰
付
旨
被
渡
候
処
、
旧
臘
大
坂
表
エ
着
船
ニ
付

九
十
二
人
御
引
渡
ノ
旨
、
長
崎
県
振
遠
隊
令
司
ヨ
リ
金
沢
藩
エ
御
達
御
座
候
処
、
人
員
過
分
相

成
候
付
難
請
取
旨
、
出
坂
請
取
人
ヨ
リ
急
便
ヲ
以
申
越
、
且
於
藩
廰
モ
差
向
手
当
方
指
支
候
付
、

何
分
過
分
ハ
引
請
出
来
兼
旨
申
越
候
間
、
何
卒
被
仰
渡
通
五
十
人
御
引
渡
ノ
儀
仰
付
被
下
置
候

様
奉
歎
願
候
、
以
上
。

正
月
五
日
　
　
大
聖
寺
藩
公
用
人
　
前
田
肇

土
方
中
弁
殿

同
二
十
三
日
　
御
指
令
／
浦
上
村
異
宗
ノ
徒
九
十
二
人
、
長
崎
県
ヨ
リ
可
相
渡
旨
相
達
候
趣
ニ

候
得
共
、
昨
〔
明
治
二
〕
年
十
月
中
御
達
之
通
五
十
人
受
取
可
申
事
」（
一
○
一
頁
）

（
注
）
九
十
二
人
と
は
、
八
十
三
人
と
九
人
を
合
計
し
た
人
数
。
大
聖
寺
藩
は
、
こ
の
時
、

執
拗
に
抵
抗
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
八
十
三
人
引
き
取
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
五
十
人
を
越
え
る
人
数
に
つ
い
て
は
富
山
藩
へ
預
け
替
え
る
こ
と
で
決
着
。

○
「
子
爵
前
田
家
文
書
」
よ
り
（『
加
賀
市
史
料
（
七
）』）

「〔
明
治
三
年
〕
正
月
二
十
四
日
、
弁
官
御
役
所
エ
歎
願
書
差
出
、
如
左

去
〔
明
治
二
〕
年
十
月
肥
前
国
浦
上
村
異
宗
門
ノ
徒
凡
五
十
人
、
当
藩
エ
御
預
ケ
被
仰
付
旨

被
仰
渡
候
処
、
旧
臘
於
大
坂
表
九
十
二
人
御
引
渡
ノ
旨
長
崎
県
ヨ
リ
御
達
、
人
員
相
違
仕
候
付
、

先
達
テ
奉
嘆
願
候
得
共
、
至
急
ノ
儀
ニ
付
先
引
請
候
様
、
仍
御
差
図
其
段
急
便
ヲ
以
申
遣
候
、

七
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且
於
大
坂
モ
指
向
御
指
支
ノ
儀
ニ
モ
可
有
之
哉
、
不
取
敢
御
達
人
員
旧
臘
請
取
候
段
申
越
候
、

然
処
、
昨
〔
明
治
三
年
正
月
〕
二
十
三
日
更
テ
五
十
人
請
取
候
儀
ニ
被
仰
渡
候
、
依
之
過
員
ノ

分
、
何
ノ
藩
エ
引
渡
可
申
哉
、
差
急
儀
ニ
御
座
候
間
、
迅
速
御
指
図
被
成
下
候
様
仕
度
、
此
段

奉
願
候
、
以
上
。

正
月
二
十
四
日
　
　
大
聖
寺
藩
公
用
人
　
前
田
肇

弁
官
御
役
所

右
御
指
令
／
過
員
ノ
分
四
十
二
人
富
山
藩
エ
引
渡
可
申
事
」（
一
○
一
〜
一
○
二
頁
）

富
山
藩
へ
四
十
二
人
預
け
替
え
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
指
令
で
あ
る
。
こ

の
通
り
富
山
藩
へ
は
四
十
二
人
流
配
と
は
な
る
が
、
大
聖
寺
藩
が
実
際
に
受
け
取
っ
た
の
は
、
九

十
二
人
で
は
な
く
八
十
三
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
五
十
人
を
越
え
る
三
十
三
人
が
富
山
藩
に
移
さ

れ
、
残
り
九
人
は
、
大
聖
寺
藩
か
ら
で
は
な
く
金
沢
藩
の
五
百
二
十
四
人
の
う
ち
か
ら
移
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

○
浦
上
村
耶
蘇
教
徒
ニ
対
ス
ル
処
置
ニ
関
ス
ル
件
（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
）

△
「
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
」（
二
月
。
日
欠
）

│
辛
未
二
月
、
大
聖
寺
藩
異
宗
門
掛
ヨ
リ
ノ
報
告
書

│

「

覚

一
　
八
拾
三
人
　
異
宗
の
徒

右
の
者
於
大
坂
表
御
渡
に
付
、
西
海
道
通
連
越
し
、
旅
中
賄
方
宿
々
旅
籠
に
て
昼
飯
弁

当
為
持
、
小
児
足
弱
の
者
駕
籠
に
て
召
連
申
候

…
…
〔
中
略
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
　
右
人
数
の
内
、
三
拾
三
人
被
　
仰
渡
に
よ
つ
て
午
二
月
富
山
藩
え
引
渡
申
候

残
て

五
拾
人

内

拾
貮
人

男

三
拾
八
人

女

」（
七
六
一
頁
）

○
「
子
爵
前
田
家
文
書
」
よ
り
（『
加
賀
市
史
料
（
七
）』）

「〔
明
治
三
年
〕
三
月
十
二
日
、
弁
官
御
伝
達
処
エ
如
左

予
テ
被
仰
渡
候
肥
前
国
浦
上
村
山
里
中
野
郷
異
宗
ノ
徒
、
去
年
十
二
月
十
九
日
於
神
戸
表
御
引

渡
、
翌
二
十
日
大
坂
表
エ
着
、
同
二
十
八
日
大
坂
出
立
、
当
正
月
十
二
日
大
聖
寺
藩
エ
着
仕
候
、

人
員
等
如
左

一
　
男
　
　
　
　
　
　
　
十
四
人

一
　
女
　
　
　
　
　
　
二│
十
六
人
〔
正
し
く
は
、
三
十
六
人
〕

〆
　
五
十
人
／
右
之
通
御
座
候

一
　
男
　
　
　
　
　
　
　
十
一
人

一
　
女
　
　
　
　
　
　
二
十
二
人

〆
　
三
十
三
人

右
之
分
、
当
二
月
十
六
日
富
山
藩
ヘ
引
渡
申
候
、
外
ニ
九
人
金
沢
藩
ヨ
リ
直
ニ
富
山
藩
ニ
引

渡
申
候
段
申
越
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上
。

三
月
十
二
日
　
　
　
大
聖
寺
藩
公
用
人
　
前
田
肇

弁
官
御
伝
達
所
」（
一
○
五
〜
一
○
六
頁
）

d
富
山
藩

○
富
山
藩
へ
移
し
預
け
ら
れ
た
人
数

当
初
、
富
山
藩
へ
の
流
配
の
予
定
は
、
五
十
人
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
結
局
、

大
聖
寺
藩
八
十
三
人
の
う
ち
か
ら
三
十
三
人
、
金
沢
藩
か
ら
九
人
、
計
四
十
二
人
が
、
移
し
預
け

ら
れ
た
。
こ
の
新
措
置
の
結
果
、
調
整
後
の
実
人
数
は
、
大
聖
寺
藩
五
十
人
、
金
沢
藩
五
百
十
五

人
、
富
山
藩
四
十
二
人
、
合
計
六
百
七
人
と
な
っ
た
。
諸
書
に
人
数
の
不
整
合
が
み
ら
れ
る
の
は
、

計
算
間
違
い
も
あ
る
が
、
当
初
の
指
令
と
、
そ
の
後
の
変
更
と
の
相
違
を
正
確
に
整
頓
し
え
な
か

っ
た
混
乱
か
ら
生
じ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

○
「
富
山
藩
へ
御
預
け
相
成
候
異
宗
の
徒
取
扱
振
、
藩
士
相
尋
申
立
廉
、
左
の
通
り

一
　
浦
上
村
異
宗
の
徒
五
十
人
御
預
け
可
相
成
旨
一
昨
巳
年
十
月
中
御
沙
汰
の
処
、
昨
午
正
月

中
御
都
合
に
寄
、
四
拾
貮
人
御
預
可
被
　
仰
付
間
、
大
聖
寺
藩
よ
り
可
受
取
旨
御
沙
汰
相
成
、
同

藩
よ
り
も
打
合
有
之
候
に
付
、
午
二
月
十
七
日
受
取
と
し
て
藩
士
出
立
、
大
聖
寺
よ
り
三
十
三
人
、

金
沢
よ
り
九
人
請
取
連
越
、
旅
中
は
旅
籠
に
て
相
賄
、
小
児
足
弱
の
も
の
は
駕
籠
に
乗
せ
其
外
道

中
手
当
向
一
切
取
賄
、
同
月
廿
一
日
富
山
着
い
た
し
候
由
に
候
。
…
…
〔
四
八
三
の
付
属
書
三
よ

八
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り
〕」（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
、
八
○
八
頁
）

富
山
で
の
過
酷
な
待
遇
や
、
神
仏
分
離
「
合
寺
事
件
」
の
混
乱
の
な
か
で
翻
弄
さ
れ
る
流
配
者

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
次
の
文
献
に
詳
し
い
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以
上
は
省
略
。

○
塚
田
信
寿
「
浦
上
切
支
丹
重
次
郎
の
改
心
と
改
心
戻
し
」（『
日
本
歴
史
』
二
五
一
号
、
一
九
六

九
年
四
月
）

○
「
切
支
丹
一
語
一
件
控
簿
」（『
富
山
県
史
』
史
料
編
Ⅳ
・
近
代
上
。
一
九
七
八
年
刊
）

○
三
俣
俊
二
『
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
に
流
さ
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
』（
聖
母
の
騎
士
社
、
二

○
○
○
年
一
月
刊
）

第
二
　
御
預
り
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
取
り
扱
い
の
実
態

a

金
沢
藩
の
場
合

ま
ず
、
流
配
当
初
の
人
数
等
に
つ
き
、
結
論
的
に
み
て
、
事
実
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
『
石

川
県
史
料
』
第
一
巻
に
あ
る
「
刑
賞
付
録
一
」
の
注
記
を
紹
介
し
て
、
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
明
治
二
年
太
政
官
ヨ
リ
肥
前
国
浦
上
村
等
異
宗
徒
凡
五
百
十
五
人
ヲ
金
沢
藩
ニ
責
付
ス
ル

ノ
命
ア
リ
。
会
マ
同
藩
汽
船
猶
龍
丸
長
崎
港
ニ
泊
ス
ル
ヲ
以
テ
異
宗
徒
男
女
四
百
十
人
ヲ
長
崎

ヨ
リ
受
ケ
発
艦
、
同
十
二
月
十
二
日
能
登
七
尾
港
ニ
達
ス
。
航
海
中
一
婦
女
児
ヲ
分
娩
ス
。
故

ニ
上
陸
ノ
際
一
人
ヲ
増
ス
。
又
長
崎
県
異
宗
徒
百
十
四
人
ヲ
大
阪
府
下
ニ
護
送
ス
。
同
十
二
月

十
一
日
金
沢
藩
出
張
官
員
之
ヲ
受
ク
。
内
一
人
善
次
郎
ナ
ル
者
発
狂
逃
走
シ
テ
其
所
在
ヲ
知
ラ

ス
。
金
沢
ニ
遷
徒
ス
ル
者
、
通
計
五
百
二
十
四
人
ナ
リ
。
爾
来
、
出
生
・
死
亡
ノ
者
ハ
時
々
之

ヲ
史
官
ニ
具
状
ス
。」（
三
一
五
頁
）

（
注
）「
責
付
」
は
、
新
律
綱
領
の
用
語
。
刑
事
被
告
人
の
拘
留
を
停
止
し
、
親
戚
そ
の
他
の

者
に
預
け
る
行
刑
上
の
措
置
。

つ
ま
り
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
日
本
海
ル
ー
ト
七
尾
上
陸
の
四
百
十
一
人
（
新
生
児
一
人

を
含
む
）
は
、
明
治
二
年
十
二
月
廿
二
日
、
金
沢
に
到
着
。
瀬
戸
内
海
ル
ー
ト
大
阪
上
陸
の
百

十
四
人
（
逃
亡
の
た
め
金
沢
到
着
は
一
人
減
の
百
十
三
人
）
は
、
こ
れ
よ
り
遅
く
十
二
月
下
旬

に
金
沢
に
到
着
。
か
く
し
て
、
合
計
五
百
二
十
四
人
（
の
ち
、
富
山
藩
へ
移
さ
れ
る
九
人
を
含

む
）
が
、
金
沢
藩
の
当
初
の
御
預
人
の
実
数
で
あ
る
。

以
下
、
版
籍
奉
還
か
ら
廃
藩
置
県
ま
で
の
加
賀
（
金
沢
）
藩
主
・
前
田
慶
寧
（
恭
敏
公
）
の

政
務
日
誌
（「
恭
敏
公
日
記
」
ま
た
は
「
御
手
留
抄
」
と
い
う
）
か
ら
、
既
出
分
を
除
き
、
日

付
順
に
関
係
事
項
を
列
挙
す
る
と
次
の
○
印
の
ご
と
く
で
あ
る
。〔

〕
内
は
、
紹
介
者
・
森

山
の
注
記
で
あ
る
。
た
だ
し
、
☆
印
は
別
の
史
料
。

○
明
治
二
年
十
二
月
十
四
日

「
一
　
昨
夜
四
時
頃
。
所
口
　え
猶
龍
丸
着
。
語
学
教
師
、
長
崎
ニ
お
ゐ
て
御
渡
し
那
宗
宗

│
│
│
│
之
四

百
十
人
着
舩
之
旨
及
届
候
事

一
　
那
宗
之
者
、
篠
原
織
部
宅
借
用
ニ
而
、
右
へ
入
置
、
厳
重
〆
リ
方
相
立
且
夜
具
ハ
昨
年

兵
隊
ヘ
渡
候
ケ
ッ
ト
中
之
分
有
之
ニ
付
、
更
取
相
用
度
旨
、
赤
座
よ
り
参
事
　え
申
達
ス
。
重
而

奥
村
申
聞
之
趣
、
末
ニ
在
リ

一
　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
　
奥
村
罷
出
申
聞
候
ハ
異
宗
門
之
義
、
篠
原
織
部
宅
之
義
ニ
僉
義
仕
候
處
、
向
山
湯
さ
や

ニ
而
ハ
可
也
、
五
百
人
斗
指
置
候
事
出
来
可
致
哉
ニ
付
、
市
中
よ
り
却
而
場
所
柄
も
遠
キ
事
故
、

人
気
ニ
も
可
然
哉
。
尤
〆
リ
方
等
之
締
方
厳
重
ニ
可
仕
旨
、
重
而
口
演
を
以
相
達
ス
」

○
明
治
二
年
十
二
月
二
十
日

「
異
宗
門
御
預
人
死
去
取
捌
方
之
伺
、
市
政
〔
掛
〕
よ
り
。
文
略
。
本
文
、
死
去
人
有
之
節
者
、

其
局
之
役
人
見
届
、
検
使
ヲ
遂
ケ
可
申
、
葬
埋
方
之
義
ハ
墓
地
見
斗
可
被
及
指
図
候
事
／
連

印
」

○
明
治
二
年
十
二
月
廿
四
日

「
異
宗
門
之
人
、
此
間
病
死
有
之
所
置
方
、
西
方│
〔
源
？
〕
寺
へ
申
請
候
処
、
枕
経
を
坊
主
ハ

是
非
読
可
申
、
彼
宗
之
人
殊
之
外
拒
候
由
ニ
而
、
沢
崎
〔
市
政
掛
〕
│
出
、
大
ニ
ク
ト
キ
居
」

○
明
治
二
年
十
二
月
廿
五
日

「
市
政
懸
り
よ
り
別
紙
之
通
指
出
ス

異
宗
御
預
之
徒
、
為
教
諭
方
、
西
勝
寺
・
西
源
寺
為
指
出
申
度
之
段
、
此
間
及
御
達
置
候
通
ニ

御
坐
候
、
然
処
、
昨
日
よ
り
追
々
致
着
候
ニ
付
、
人
気
打
合
方
之
都
合
も
御
座
候
間
、
至
急
御

穿
議
之
上
、
御
指
図
御
坐
候
様
仕
度
奉
存
候
事

十
二
月
　
　
市
政
掛

右
之
紙
面
、
集
議
局
へ
詮
議
ニ
渡
ス
処
、
無
存
寄
旨
申
聞
候
ニ
付
、
赤
座
大
参
事
よ
り
渡
ス
」

○
明
治
二
年
十
二
月
廿
七
日

九
マ

マ

 p035-054森山先生  03.3.13  11:18 AM  ページ9



加越における浦上キリシタン流配事件の史実 45

「
那
宗
之
数
珠
仏
等
、
同
人
よ
り
指
出
ス
。
暫
留
置
段
申
談
オ
ク
／
〔
朱
〕
此
義
内
々
小
幡
参

事
よ
り
談
合
置
ク
也
／
右
、
直
ニ
相
渡
ニ
不
及
旨
、
参
事
申
聞
」

○
同
日

「

監
察
局

肥
前
国
浦
上
村
耶
蘇
宗
門
之
者
共
、
為
致
改
心
可
申
候
。
且
教
諭│
中
、
徒
刑
人
同
様
致
使
役
候

義
も
不
指
支
旨
ニ
而
、
五
百
人
余
御
預
ニ
相
成
、
則
当
月
廿
三
日

│
│
│
│
己
来
追
々
令
到
着
ニ
付
、

卯
辰
山
湯
治
所
等
引
揚
入
置
候
、
教
諭
方
申
付
置
候
条
、
右
ケ
処
え
立
入
申
間
敷
、
此
段
為
心

得
一
同
へ
申
渡
候
也

月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
藩
庁
」

（
注
）
前
田
恒
敬
「
触
留
」（
加
越
能
文
庫
）
は
、
触
日
付
「
十
二
月
廿
七
日
」（『
加
賀
藩

史
料
』
藩
末
篇
・
下
、
一
一
五
二
頁
。
ま
た
、
文
中
の
「
廿
三
日
」
は
「
廿
五
日
」
と
あ

る
。

○
明
治
三
年
正
月
五
日

「
異
宗
徒
之
内
、
家
頭
藤
平
次
女
房
こ
ま
子
政
太
郎
、
右
相
煩
候
處
病
死
い
た
し
候
段
、
官
へ

御
届
之
案
文
見
届
、
公
用
人
　え
参
事
よ
り
渡
し
候
。
御
届
文
ハ
略
之
」

☆
明
治
三
年
正
月
十
四
日

│
御
預
ノ
浦
上
村
耶
蘇
教
徒
取
締
ニ
関
ス
ル
口
達
書
御
請
ノ
件
（
明
治
三
年
・
二
○
三
号
）

「

御
請
書
　
　
　
　
　
金
沢
藩
　
世
良
太
一
等

長
崎
県
近
傍
浦
上
村
々
民
切
支
丹
宗
信
仰
の
者
共
藩
々
え
遷
徒
の
儀
に
付
外
国
公
使
え
御
応

接
の
趣
意
諸
藩
相
違
不
致
様
相
心
得
教
諭
撫
育
行
届
候
様
可
仕
旨
知
事
方
え
速
に
申
遣
候
様
御

口
達
書
を
以
被
仰
渡
奉
畏
候
依
て
御
請
如
件

午
正
月
十
四
日
　
　
　
金
沢
藩
　
　
世
良
太
一

…
…
…
　
　
…
…
…
…
（
注
）

大
聖
寺
藩
　
野
尻
勘
右
衛
門

外
務
省
御
役
所
」（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
三
巻
、
三
七
八
〜
九
頁
）

（
注
）
こ
の
外
、
鹿
児
島
・
名
古
屋
・
和
歌
山
・
福
岡
・
広
島
・
山
口
・
津
・
鳥
取
・
岡

山
・
徳
島
・
高
知
・
松
江
・
郡
山
・
姫
路
・
松
山
・
高
松
・
福
山
・
津
和
野
の
各
藩
・
公

用
人
各
氏
名
あ
り
。

○
明
治
三
年
正
月
十
九
日

「
異
宗
徒
肥
前
国
中
野
郷
常
福
寺
村

│
│
│
│
│
〔
浄
福
村
〕
清
四
郎
養
子
佐
之
助
と
申
者
長
崎
へ
罷
越
候

内
、
養
父
等
当
藩
御
預
之
義
承
慕
罷
越
、
養
父
同
様
相
稼
度
等
願
之
趣
有
之
、
官
へ
相
伺
候
上

可
及
指
図
、
夫
迄
ハ
異
宗
徒
之
義
縮
宿
ニ
申
渡
候
旨
、
民
政
方
よ
り
申
出
候
事
」

（
注
）
佐
之
助
は
当
初
の
五
百
二
十
四
人
に
は
含
ま
れ
な
い
。
な
お
、
の
ち
逃
亡
者
と
な
る
。

○
明
治
三
年
正
月
二
十
日

「
異
宗
徒
教
諭
方
、
西
方│
〔
勝
？
〕
寺
、
西
源
寺
え
被
仰
渡
候
処
、
右
之
外
有
志
之
者
教
諭
仕

度
旨
相
願
候
向
も
御
坐
候
間
、
右
様
願
聞
候
者
承
届
可
申
旨
奉
存
候
、
此
段
予
而
御
達
申
上

候
。右

之
通
、
市
政
よ
り
申
聞
、
有
志
之
者
ハ
僧
徒
ニ
付
承
届
候
事
」

○
明
治
三
年
正
月
二
十
三
日

「
異
宗
門
之
内
さ
き
│
│
と
申
女
病
死
御
届
等
僉
義
」

○
明
治
三
年
二
月
六
日

「
異
宗
徒
之
内
吉
蔵
娘
か
ね
、
伜
吉
三
郎
病
死
、
官
へ
御
届
ニ
相
成
候
旨
」

☆
明
治
三
年
二
月
十
日

「
当
藩
御
預
異
宗
徒
之
内
、
出
生
・
死
去
等
之
者
、
其
度
々
御
届
申
上
候
処
、
右
は
以
来
引
纒

め
、
一
年
両
度
程
に
御
届
申
上
候
て
は
如
何
御
座
候
哉
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上
。

二
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
沢
藩
公
用
人
　
神
保
権
五
郎

弁
官
御
伝
達
所

御
付
札
　
伺
之
通
」（「

維
新
以
来
御
達
」『
加
賀
藩
史
料
』
藩
末
篇
・
下
、
一
一
六
八
〜
九
頁
）

○
明
治
三
年
三
月
十
九
日

「
異
宗
之
徒
、
先
達
而
仕
法
通
開
拓
等
之
使
役
ニ
仕
候
、
此
段
御
達
申
上
候
事
」

○
明
治
三
年
六
月
十
八
日

「
異
宗
門
之
内
、
三
十
人
女
五
人
改
心
復
籍
被
仰
付
候
而
不
指
支
候
旨
、
西
勝
寺
等
、
書
付
改

心
状
連
名
之
書
出
ル
。
文
長
々
畧
ス
。
万
一
相
違
候
時
ハ
地
獄
ニ
堕
落│
と
申
趣
也
、
一
奇
談
」

☆
明
治
三
年
六
月
、
金
沢
藩
に
預
け
ら
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
宗
徒
の
中
、
改
心
し
た
る
者
の
復

籍
方
に
関
し
て
伺
書
を
提
出
す
。

「
昨
年
御
預
ケ
に
相
成
候
長
崎
県
近
傍
浦
上
村
異
宗
徒
之
儀
、
管
内
浄
土
真
宗
僧
徒
に
申
付
精

十
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誠
誨
導
為
仕
候
処
、
別
紙
名
前
之
者
三
拾
壱
人
真
実
悔
悟
仕
改
心
誓
書
差
出
申
候
。
右
は
確
乎

悔
悟
之
体
相
違
も
無
御
座
候
間
、
格
別
寛
宥
之
御
処
置
を
以
て
旧
籍
　え
御
復
し
相
成
候
而
は
如

何
御
座
候
哉
可
奉
伺
旨
金
沢
表
よ
り
申
越
候
間
此
段
奉
伺
候
、
以
上
。

庚
午
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
沢
藩
公
用
人
　
内
藤
　
誠

弁
官
　
御
伝
達
所

御
付
札
　
伺
之
趣
不
相
成
候
事
」

（「
維
新
以
来
御
達
」『
加
賀
藩
史
料
』
藩
末
篇
・
下
、
一
二
○
五
〜
六
頁
）

○
明
治
三
年
七
月
十
六
日

「
異
宗
門
之
徒
、
改
心
い
た
し
候
向
、
復
籍
之
義
伺
候
処
、
復
籍
不
相
成
旨
付
札
有
之
段
之
事
」

○
明
治
三
年
七
月
廿
九
日

「
異
宗
門
徒
所
持
之
品
取
集
、
長
崎
県
被
指
出
候
様
申
来
候
ニ
付
夫
々
指
出
候
旨
其
品
一
覧
ス
。

絵
図
等
多
し
十
字
之
数
珠
等
也
」

○
明
治
三
年
十
月
十
四
日

「
西
源
寺
・
西
勝
寺
・
本
誓
寺
、
異
宗
門
教
諭
為
慰
労
一
ケ
寺
五
百
疋
ツ
ゝ
可
被
下
哉
」

○
明
治
三
年
十
二
月
三
日

「
異
宗
改
心
之
者
之
内
、
菊
太
郎
等
三
人
病
死
届
、
官
へ
可
届
分
」

（
注
）
源
助
、
初
次
郎
、
菊
太
郎
の
三
人
は
、「
奥
の
ト
キ
エ
」
の
牢
内
で
過
酷
な
扱
い
を
受

け
熱
病
に
か
か
っ
て
死
亡
。

○
四
五
二
「
金
沢
藩
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
視
察
報
告
書
ニ
関
シ
渡
辺
弾
正
大
忠
ト
外
務
省
側
ト

ノ
申
合
手
続
書
（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
、
七
四
一
頁
〜
）

付
属
書
　
明
治
三
年
十
二
月
二
十
五
日
金
沢
藩
御
預
耶
蘇
教
徒
取
締
実
地
見
聞
書
（
関
　
一

郎
）

付
記
一
　
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
ニ
関
ス
ル
金
沢
藩
ヨ
リ
ノ
報
告
書

付
記
二
　
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
ニ
関
ス
ル
世
良
金
沢
藩
大
属
ノ
申
出
書

△
（
関
一
郎
・
付
属
書
よ
り
）「
…
…
惣
人
数
五
百
拾
五
人
の
内
、
昨
春
よ
り
冬
迄
〔
明
治
三
年
〕

の
間
に
五
十
壹
人
死
去
致
し
候
へ
共
、
何
に
も
疱
瘡
病
に
て
多
分
の
死
去
と
申
に
は
無
之
、
又
病

死
せ
し
者
を
二
日
の
間
其
儘
に
致
置
候
と
申
は
再
ひ
蘇
生
あ
ら
ん
か
と
の
情
よ
り
廿
四
時
間
は
其

儘
病
床
に
臥
せ
し
め
右
の
時
刻
を
追
て
後
棺
槨
に
納
む
る
事
我
国
上
下
一
般
の
旧
習
に
て
其
儘
棄

置
候
事
に
は
無
之
、
且
埋
葬
の
節
は
身
寄
の
者
よ
り
色
々
望
に
任
せ
し
事
も
あ
り
て
、
惣
て
寺
に

て
取
扱
候
事
に
有
之
候
…
…
…
」

△
（
金
沢
藩
・
付
記
一
よ
り
）「
御
預
人
員
高
／
五
百
拾
五
人
／
外
に
三
人
出
生
／
右
の
内
五
拾

壹
人
│
昨
春
よ
り
冬
迄
に
病
死
仕
候
／
（
貼
紙
一
）
病
気
の
節
は
兼
て
建
置
候
病
院
の
医
師
に

診
察
為
致
無
油
断
療
養
候
得
共
、
暖
地
出
生
の
者
俄
に
寒
国
に
引
移
候
て
、
気
候
不
相
応
の
為
か

死
去
人
も
彼
是
多
分
に
相
成
申
候
。
尤
病
死
の
者
は
即
埋
葬
申
付
候
」

△
「
埋
葬
ノ
節
ハ
身
寄
ノ
者
ヨ
リ
色
々
望
申
立
候
得
共
、
寺
法
ニ
不
叶
ト
テ
不
相
用
、
乍
去
少
ハ

用
ヒ
望
ニ
任
セ
シ
事
モ
ア
リ
、
惣
テ
寺
ニ
テ
取
扱
、
墓
所
ハ
寺
ニ
テ
無
之
外
ニ
葬
リ
候
事
」（
付

記
一
よ
り
）

△
（
金
沢
藩
大
属
世
良
太
一
・
付
記
二
よ
り
）「
昨
〔
明
治
三
〕
年
三
四
月
の
頃
、
管
内
一
統
、

疫
流
行
の
事
有
之
、
其
節
病
死
人
御
座
候
。
其
後
、
疱
瘡
流
行
の
義
も
有
之
候
へ
共
、
左
程
の
死

人
も
無
之
候
」

（
注
）「
旅
の
話
」
で
は
、
明
治
三
年
「
四
月
頃
麻
疹
が
小
児
間
に
流
行
し
て
、
死
者
四
十
二

名
に
及
ん
だ
。
次
で
腸
チ
ブ
ス
が
伝
染
し
た
。
然
し
患
者
は
早
速
病
院
に
収
容
し
、
親
切

な
手
当
を
施
し
て
く
れ
た
の
で
、
死
者
を
出
す
こ
と
三
名
に
止
ま
つ
た
の
は
何
よ
り
の
幸

福
で
あ
つ
た
。」（
参
考
文
献
・
浦
川
著
、
五
七
一
頁
）
と
い
う
。

s

大
聖
寺
藩
の
場
合

○
浦
上
村
耶
蘇
教
徒
ニ
対
ス
ル
処
置
ニ
関
ス
ル
件
（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
）

△
「
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
」（
二
月
。
日
欠
）

│
大
聖
寺
藩
異
宗
門
掛
ヨ
リ
ノ
報
告
書
│

「
…
…
〔
前
略
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
　
右
着
藩
の
上
、
不
残
下
屋
敷
と
申
所
に
指
掛
り
仮
家
を
建
居
住
為
仕
置
申
候

一
　
右
居
住
中
、
賄
方
一
日
三
合
八
勺
宛
、
小
児
は
一
合
九
勺
宛
、
一
汁
香
の
物
指
遣
申
候
。

湯
浴
等
定
日
を
極
、
月
に
両
三
度
為
仕
、
其
余
定
日
外
望
次
第
風
呂
屋
え
参
り
申
候
事

一
　
寒
暑
節
服
相
渡
申
候
。
冬
中
地
爐
、
夏
中
は
蚊
張
を
渡
申
候
。
其
外
望
に
依
て
は
都
て

相
渡
申
候
事

…
…
〔
中
略
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

十
一
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一
　
右
人
員
の
内
、
小
児
三
人
痘
瘡
に
て
病
死
、
内
壹
人
留
中
毒
に
て
病
死
、
大
人
壹
人
中

風
に
て
病
死
、
都
合
五
人
の
者
、
病
発
よ
り
種
々
加
治
療
候
得
共
、
介
抱
不
相
叶
病
死
仕

候
。
死
骸
は
本
人
并
親
族
共
望
通
土
葬
取
扱
置
申
候
」（
七
六
一
頁
）

（
付
記
）
…
…
…
…
…
…

「
…
…
〔
前
略
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
　
改
心
の
者
共
一
向
宗
に
帰
依
為
致
候
事

一
　
壹
人
救
恤
所
え
入
住
申
付
置
候
得
共
、
教
諭
方
手
遠
に
付
寺
え
改
め
預
申
付
候

午
二
月
廿
二
日
病
死
　
　
　
　
　
　
　
初
次
郎
孫
　
さ
　
の
　
　
　
三
歳
〔
イ
ト
の
子
〕

同
　
月
廿
七
日
病
死
　
　
　
　
　
　
　
同
人
孫
　
　
忠
　
蔵
　
　
　
二
歳
〔
モ
ト
の
子
〕

同
　
月
廿
三
日
病
死
　
　
　
　
　
　
　
ま
き
娘
　
　
つ
　
ね
　
　
　
二
歳

但
　
何
れ
も
痘
瘡

午
八
月
廿
八
日
病
死
　
但
　
中
風
　
　
初
次
郎
　
　
　
　
　
　
五
十
七
歳

一
向
宗
葬
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
九
月
廿
一
日
病
死
　
但
　
留
中
毒
　
せ
き
娘
　
　
は│

つ
　
　
　
六
歳

〆
　
五
人
／
辛
未
二
月
」（
七
六
二
〜
三
頁
）

こ
の
年
〔
明
治
三
年
〕
末
、
東
京
に
お
い
て
は
、
大
聖
寺
藩
の
公
用
人
と
新
政
府
の
担
当
官
と

の
間
で
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

○
明
治
三
年
十
二
月
二
十
一
日
、〔
大
聖
寺
藩
〕
大
属
為
名
代
　
真
田
史
生

「
三
条
右
大
臣
殿
邸
御
呼
出
ニ
付
、
出
頭
候
処
、
御
直
ニ
御
口
達

豫
テ
御
預
相
成
候
異
宗
ノ
徒
、
於
藩
々
苛
酷
ノ
取
扱
ニ
相
成
居
哉
ニ
英
国
ヨ
リ
申
聞
候
付
、
左

様
ノ
儀
決
テ
無
之
筈
ト
申
入
置
候
得
友
、
英
国
ニ
ヲ
イ
テ
ハ
大
ニ
疑
惑
ヲ
生
シ
、
同
国
公
使
見
分

ト
シ
テ
可
相
廻
モ
難
計
、
何
レ
確
定
ノ
上
ハ
表
向
達
ニ
モ
可
相
成
哉
ニ
候
得
共
、
火
急
相
成
候
テ

ハ
不
都
合
モ
可
有
之
ニ
付
、
此
段
及
内
達
候
間
至
急
藩
地
エ
可
申
遣
旨
被
仰
渡
／
右
畢
テ
扱
振
如

何
ト
御
尋
ニ
付
如
左
御
答
申
上

人
家
ヲ
少
シ
離
シ
谷
間
ニ
長
屋
様
ノ
モ
ノ
補
理
、
此
所
エ
集
置
、
番
人
ノ
者
為
詰
他
ノ
出
入
ヲ

禁
シ
、
併
為
改
心
折
々
寺
抔
エ
引
出
シ
教
諭
ヲ
加
ヘ
、
此
節
ニ
至
リ
候
テ
ハ
五
十
人
御
預
ノ
内
十

八
人
改
心
、
五
人
ハ
春
来
追
々
病
死
仕
候
。
…
…
…
…
…
」

（「
子
爵
前
田
家
文
書
」
よ
り
。『
加
賀
市
史
料
（
七
）』、
一
一
三
頁
）

d

富
山
藩
の
場
合

○
「
富
山
藩
へ
御
預
け
相
成
候
異
宗
の
徒
取
扱
振
、
藩
士
相
尋
申
立
廉
、
左
の
通
り

「
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
　
居
小
屋
の
義
、
城
下
よ
り
辰
巳
の
方
凡
貮
里
程
隔
り
経
力
村
合
田
村
と
唱
へ
候
両
村
に
温

泉
場
体
の
湯
場
有
之
候
に
付
、
右
両
村
湯
場
へ
間
仕
切
い
た
し
仮
に
入
置
、
番
人
付
け
置
、
他

出
等
一
切
不
為
致
由
に
候
│
〔
四
八
三
よ
り
〕」（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
、
八
○
八
頁
）

第
三
　
諸
外
国
か
ら
の
名
指
し
抗
議
と
英
国
外
交
官
の
現
地
視
察

①
名
指
し
さ
れ
た
「
加
賀
」（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
三
巻
、
四
二
八
頁
〜
）

│
明
治
三
年
十
二
月
七
日
（
一
八
七
一
年
一
月
二
十
七
日
）、
英
国
代
理
公
使
〔
ア
ダ
ム
ス
〕

と
日
本
側
（
三
条
右
大
臣
お
よ
び
沢
外
務
卿
）
と
の
対
話
│

〔
日
本
側
〕「
…
長
崎
の
新
聞
（
注
）
は
大
に
誤
れ
り
、
事
実
相
違
也
。
…
…
…
苛
酷
の
所
業
は

無
之
事
に
候
。」

〔
英
公
使
〕「
左
様
に
候
哉
。
加
賀
、
紀
州
、
大
村
へ
御
預
の
分
、
殊
更
苛
酷
の
取
計
有
之
、
兼

て
岩
倉
公
御
一
同
に
御
引
合
申
上
候
御
約
束
大
に
違
ひ
申
候
。」

〔
日
本
側
〕「
…
…
…
伝
聞
に
は
色
々
間
違
も
あ
る
も
の
也
。
先
達
て
五
島
の
こ
と
き
間
違
も
あ

る
な
り
。」

〔
英
公
使
〕「
間
違
に
は
無
之
、
事
実
見
聞
い
た
し
候
も
の
有
之
候
。」

（
注
）「
長
崎
の
新
聞
」
と
は
、N

agasaki
E
xpress,1870.11.14.

で
あ
ろ
う
。

②
明
治
三
年
十
二
月
十
日
、
外
務
省
に
到
達
し
た
「
英
吉
利
公
使
提
示
ノ
外
国
人
某
ノ
意
見
書
」

（
注
）「
外
国
人
某
ノ
意
見
書
」
と
は
、
横
浜
の
英
字
新
聞
のJapan

W
eekly

M
ail,
1871.

1.28

〔
和
暦
・
明
治
三
年
十
二
月
八
日
〕
に
掲
載
さ
れ
た
匿
名
Ｘ
氏
〔「
無
名
人
」
と
訳

出
〕
の
投
書
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
投
書
「
外
国
人
某
ノ
意
見
書
」
は
、
流
配
さ
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
諸
藩
の
過

酷
な
扱
い
に
抗
議
し
た
も
の
で
、
在
留
外
国
人
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
。
投
書
の
具
体
的

な
暴
露
内
容
に
は
「
北
国
辺
へ
入
牢
」
と
い
う
金
沢
藩
を
暗
示
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。

か
く
し
て
、
金
沢
藩
は
、
現
地
視
察
要
求
を
め
ぐ
る
日
英
外
交
交
渉
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
る
こ

十
二

〔
た
？
〕
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と
と
な
る
。
以
下
は
、「
外
国
人
某
ノ
意
見
書
」
の
邦
訳
で
あ
る
。（
…
…
は
、
引
用
省
略
。
な
お
、

〔

〕
内
は
引
用
者
・
森
山
補
記
）

（
注
）
匿
名
の
投
書
は
、
誰
が
書
い
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
金
沢
藩
で
は
、
同
じ
頃
、

満
期
解
雇
に
よ
っ
て
横
浜
に
赴
い
た
御
雇
外
国
人
オ
ス
ボ
ー
ン
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を

持
っ
た
者
が
あ
っ
た
。

「
…
…
昨
年
長
崎
近
傍
に
於
て
日
本
人
数
千
人
召
捕
に
相
成
、
サ
ア
ハ
ル
リ
ー
パ
ー
ク
ス
并
各

国
岡
士
よ
り
異
見
を
申
立
候
得
共
無
承
引
、
蒸
気
船
数
艘
に
打
乗
せ
諸
国
え
差
送
り
、
諸
侯
え
預

け
に
相
成
候
事
は
、
世
上
の
人
々
の
熟
知
す
る
所
に
有
之
候
。
右
の
者
共
罪
状
の
趣
は
只
天
主
教

を
信
仰
す
る
の
み
に
候
。
近
頃
右
の
者
と
も
在
所
并
苛
酷
の
取
扱
に
付
て
当
所
〔
横
浜
？
〕
に
て

は
確
証
有
之
風
評
夥
敷
、
長
崎
飛
脚
〔N

agasaki
E
xpress

〕
と
申
新
聞
紙
よ
り
抄
出
す
る
横
浜

日
本
新
聞
紙
〔Japan

G
azette

〕
に
よ
れ
は
、
此
節
、
佐
渡
ケ
嶋
え
航
海
の
由
に
て
男
女
老
若

四
十
一
人
長
崎
通
航
致
候
処
、
大
方
永
徒
刑
に
相
成
と
申
事
に
御
座
候
。
再
説
、
南
海
辺
へ
男
女

老
少
二
百
人
程
被
遣
候
よ
し
、
…
…
…
。
右
人
高
よ
り
二
三
倍
の
人
数
、
北
国
辺
〔on

e
of
th
e

provinces
on
the
w
est
coast

of
N
ippon

〕
え
入
牢
申
付
置
候
得
と
も
甚
以
窮
阨
に
て
籠
中

の
鳥
の
如
く
此
苦
困
所
又
は
取
扱
の
有
様
を
以
考
る
に
日
本
政
府
に
於
て
は
始
終
皆
殺
し
に
可
致

積
り
と
相
見
へ
申
候
。
右
場
所
は
山
巓
に
曠
坑
有
之
所
え
二
階
屋
を
出
来
、
其
家
屋
は
山
上
に
登

ら
さ
れ
は
不
得
見
候
。
此
家
作
は
四
角
な
れ
共
、
風
の
往
来
は
偶
さ
か
に
有
之
位
に
候
。
猶
、
苛

酷
を
極
め
候
て
六
百
人
共
下
屋
は
引
払
は
せ
二
階
へ
一
席
に
押
込
、
恰
豚
舎
の
如
く
紛
雑
罷
在
、

既
に
一
年
程
も
相
過
申
候
。
初
、
諸
侯
え
被
預
候
節
は
小
児
も
数
多
有
之
候
得
共
、
其
後
疱
瘡

〔the
sm
all-pox

〕
流
行
に
て
い
つ
れ
も
致
死
去
候
と
い
へ
と
も
早
く
苦
患
を
免
れ
却
て
小
児
の

為
に
は
幸
の
事
に
可
有
之
候
。
又
大
人
に
も
此
流
行
病
に
て
死
去
の
者
有
之
候
所
、
其
儘
に
て
二

日
の
間
残
し
置
候
由
に
御
坐
候
。
且
右
病
中
療
養
等
致
遣
さ
す
、
食
物
は
南
京
米
の
握
り
飯
一
つ

宛
喰
せ
置
候
由
、
剰
右
守
護
の
者
は
い
つ
れ
も
不
仁
至
極
に
て
乞
食
の
如
く
此
も
の
等
如
何
程
苦

心
致
候
て
も
更
に
愛
憐
を
加
へ
不
申
候
。
日
本
政
府
に
於
て
牢
屋
近
所
え
改
宗
の
者
を
移
し
候
家

屋
を
取
立
置
候
所
、
未
壹
人
も
此
改
宗
舎
え
移
り
候
も
の
無
之
、
如
此
宗
旨
の
為
に
苦
心
す
る
者

毛
頭
改
宗
の
姿
は
無
之
、
只
天
命
を
待
、
各
宗
旨
を
主
張
し
て
死
に
到
る
時
は
極
楽
え
往
生
し
、

受
賞
賜
候
心
得
に
て
罷
在
候
。
斯
様
に
入
牢
中
の
困
苦
、
難
盡
筆
紙
候
得
共
、
未
脱
走
致
候
も
の

は
無
之
よ
し
。
衣
服
の
儀
は
以
前
召
捕
に
相
成
候
砌
、
手
元
の
衣
類
を
致
持
参
候
の
み
に
て
外
品

と
て
は
何
も
無
之
、
鳥
籠
中
は
臭
気
烈
敷
是
亦
絶
言
語
候
。
…
…
…
」（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第

三
巻
、
四
二
八
〜
四
二
九
頁
。〔

〕
内
は
引
用
者
・
森
山
注
記
）

（
貼
紙
）「
庚
午
十
二
月
十
日
サ
ト
ウ
出
省
、
英
公
使
よ
り
の
伝
言
に
付
、
此
一
冊
入
御
覧
候
間
、

条
公
え
も
御
覧
に
御
入
被
成
候
様
願
入
候
。
ケ
様
の
義
、
本
国
へ
聞
へ
候
て
は
又
議

論
可
起
と
存
候
に
付
、
何
と
か
日
本
政
府
に
て
深
御
熟
考
有
之
候
様
、
公
使
よ
り
申

来
候
旨
、
同
人
申
述
候
事
。」

③
日
英
外
交
交
渉
の
展
開
（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
三
巻
、
四
三
○
頁
〜
）

│
明
治
三
年
十
二
月
二
十
日
〔
一
八
七
一
年
二
月
九
日
〕、
英
国
公
使
〔
ア
ダ
ム
ス
〕
と
日
本

側
（
三
条
右
大
臣
、
副
島
参
議
お
よ
び
沢
外
務
卿
）
と
の
対
話
抜
書
│
抄
録
│

〔
英
公
使
〕「
加
州
切
支
丹
の
義
に
付
、
過
日
新
聞
紙
（
注
）
御
手
元
へ
差
上
置
候
。
御
覧
有
之

候
哉
。」

〔
三
　
条
〕「
一
覧
い
た
し
候
。」

〔
英
公
使
〕「
昨
年
春
中
、
各
国
公
使
接
遇
所
に
て
閣
下
並
岩
倉
公
へ
談
判
有
之
候
通
り
各
国
に

て
も
大
事
件
と
存
し
申
上
候
義
に
御
座
候
。
一
体
、
右
信
仰
の
も
の
は
素
々
御
国

人
の
義
に
付
、
如
何
様
の
御
処
置
有
之
候
共
、
彼
是
申
上
候
筋
に
は
無
之
候
得
共
、

御
所
置
振
の
情
実
、
本
国
へ
申
達
度
存
候
。
…
…
…
」

〔
三
　
条
〕「
…
〔
引
用
略
〕
…
…
…
…
」

〔
英
公
使
〕「
昨
年
中
、
各
国
公
使
へ
御
沙
汰
に
、
信
仰
の
人
民
決
て
苛
酷
の
処
置
に
は
い
た
し

不
申
様
申
渡
、
各
藩
へ
預
け
置
候
間
、
何
分
に
て
も
見
分
相
越
不
苦
旨
被
仰
聞
候
。

…
…
大
村
加
州
へ
壹
人
つ
ゝ
為
見
分
差
遣
度
存
候
。」

〔
三
　
条
〕「
大
村
え
預
け
候
と
の
義
は
何
か
御
聞
込
違
に
て
可
有
之
、
加
州
の
方
は
実
否
取
調

の
義
申
渡
置
候
事
也
。」

（
注
）
こ
の
新
聞
は
、
前
出
のJap

an
W
eek
ly
M
ail,1871.1.28

の
投
書
記
事
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
新
聞
投
書
人
Ｘ
氏
は
、「
加
州
」
と
名
指
し
は
し
て
い
な
い
が
、
英
国

公
使
は
、
は
っ
き
り
と
「
加
州
」
預
け
の
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
取
扱
ぶ
り
に
つ
い
て
の

懸
念
を
強
く
表
明
し
、
執
拗
に
巡
検
の
要
請
を
し
て
い
る
。

○
浦
上
村
耶
蘇
教
徒
ニ
対
ス
ル
処
置
ニ
関
ス
ル
件
（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
）

△
四
五
三
「
加
州
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
視
察
ニ
関
ス
ル
件
」（
一
月
二
十
日
）

│
沢
外
務
卿
等
ト
英
国
公
使
ト
ノ
対
話
書
│

十
三
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△
四
五
四
「
加
州
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
視
察
方
新
潟
在
勤
領
事
代
理
ヘ
下
命
セ
ル
ニ
付
日
本
側

ヨ
リ
モ
出
張
官
員
任
命
ア
リ
度
旨
等
打
合
ノ
件
」（
一
月
二
十
三
日
）

│
英
国
公
使
ヨ
リ
沢
外
務
卿
等
宛
│

（
付
属
書
）

ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
よ
り
新
潟
英
国
領
事
代
理
ト
ゥ
ル
ー
プ
あ
て
指
示
書

（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
、
七
五
一
頁
〜
）

「
去
〔
明
治
三
年
〕
十
二
月
八
日
〔
西
暦
一
八
七
一
年
一
月
二
十
八
日
〕
毎
週
飛
脚

│
│
│
│
│
〔T

h
e

Japan
W
eekly

M
ail

〕
と
唱
候
新
聞
紙
に
て
無
名
人
の
書
出
し
た
る
右
様
愍
然
な
る
人
民
甚
辛

苦
の
趣
に
付
、
別
紙
の
抜
書
の
通
、
日
本
政
府
え
致
通
達
及
詰
問
候
所
、
弾
正
台
付
属
士
官
関
一

郎
、
同
所
え
為
見
聞
罷
越
、
同
人
よ
り
差
出
候
届
書
写
、
日
本
政
府
よ
り
受
取
候
に
付
、
写
翻
訳

文
共
二
通
差
遣
し
申
候
。
右
、
関
一
郎
申
立
に
は
彼
無
名
人
の
切
支
丹
宗
徒
を
致
苛
酷
候
と
申
儀

は
相
違
有
之
趣
、
依
て
無
名
人
え
其
趣
申
聞
候
所
、
猶
又
右
苛
酷
候
の
処
置
申
募
り
、
此
移
民
共

現
に
打
擲
は
雖
不
受
、
入
牢
中
の
処
置
は
我
国
〔
英
国
〕
に
て
重
罪
人
を
も
不
取
扱
程
の
厳
重
不

仁
の
趣
に
付
、
依
て
其
許
儀
、
右
移
民
の
模
様
処
置
振
り
等
を
取
調
と
し
て
見
分
に
差
遣
し
可
申

旨
、
日
本
政
府
と
及
約
束
候
。
金
沢
迄
道
中
の
義
は
其
許
に
て
可
取
計
。
尤
、
七
尾
迄
海
上
舟
路

に
て
罷
越
候
方
便
利
と
は
存
候
得
共
猶
其
許
の
存
意
に
相
任
せ
申
候
。
…
…
…
…
」（
第
三
月
十

二
日
〔
西
暦
一
八
七
一
年
〕
ハ
ル
リ
ー
パ
ル
ケ
ス
よ
り
／
ゼ
イ
ツ
ル
ッ
プ
あ
て
）

△
四
五
五
「
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
英
国
領
事
ノ
同
行
ト
シ
テ
水
野
外
務
少
丞
出
張
ス
ヘ
キ
旨
大
聖

寺
藩
ヘ
ノ
達
送
付
ノ
件
」（
一
月
二
十
四
日
）
│
太
政
官
弁
官
ヨ
リ
外
務
省
宛
│

「

大
聖
寺
藩

今
般
英
国
人
其
藩
へ│
相
越
候
ニ
付
右
同
時
外
務
少
丞
水
野
良
之
被
差
遣
候
条
此
旨
相
達
候
事

但
　
諸
事
外
務
省
へ
可
伺
出
候
事

辛
未
正
月
　
　
　
太
政
官
」（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
、
七
五
三
〜
四
頁
）

付
属
書
「
金
沢
藩
え
も
同
文
に
て
御
達
に
相
成
候
事
」

（
注
）「
子
爵
前
田
家
文
書
」
に
も
同
文
（『
加
賀
市
史
料
（
七
）』、
一
一
五
頁
〜
）

△
四
五
六
「
加
州
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
ノ
為
新
潟
在
勤
英
国
領
事
出
張
水
野
外
務
少
丞
同
行
ス
ヘ

キ
ニ
付
心
得
方
指
令
ノ
件
」（
一
月
二
十
四
日
）
│
外
務
省
ヨ
リ
新
潟
県
宛
│

△
四
五
七
「
加
州
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
ニ
ハ
水
野
外
務
少
丞
ヲ
出
張
セ
シ
ム
ヘ
キ
旨
並
ニ
日
程
等

回
答
ノ
件
」（
一
月
二
十
四
日
）
│
外
務
卿
ヨ
リ
英
国
公
使
宛
│

△
四
五
八
「
加
州
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
委
任
状
ノ
内
容
ニ
関
シ
申
入
ノ
件
」（
一
月
二
十
四
日
）

│
沢
外
務
卿
ヨ
リ
英
国
公
使
宛
│

△
四
五
九
「
加
州
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
委
任
状
ノ
内
容
ニ
関
シ
回
答
ノ
件
」（
一
月
二
十
五
日
）

│
英
国
公
使
ヨ
リ
沢
外
務
卿
等
宛
│

△
四
六
○
「
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
ノ
英
国
領
事
富
山
藩
ヘ
出
張
ノ
儀
申
立
タ
ル
節
ノ
心
得
方
同
藩

ヘ
達
ア
リ
度
旨
伺
ノ
件
」（
一
月
二
十
七
日
）
│
外
務
省
ヨ
リ
太
政
官
弁
官
宛
│

△
四
六
一
「
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
ノ
英
国
領
事
富
山
藩
ヘ
出
張
ノ
儀
申
立
タ
ル
節
ハ
許
容
ア
ル
ヘ

キ
ニ
付
心
得
方
達
ノ
件
」（
一
月
二
十
七
日
）
│
外
務
省
ヨ
リ
富
山
藩
ヘ
ノ
達
│

△
四
六
二
「
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
ノ
英
国
領
事
富
山
藩
ヘ
出
張
ノ
節
ノ
心
得
方
ニ
関
ス
ル
同
藩
ヘ

ノ
達
移
送
付
ノ
件
」（
一
月
二
十
七
日
）
│
太
政
官
弁
官
ヨ
リ
外
務
省
宛
│

付
属
書
「
富
山
藩
／
今
般
英
国
人
金
沢
藩
大
聖
寺
藩
ニ
相
越
候
ニ
付
右
同
時
外
務
少
丞
水
野

良
之
被
差
遣
候
条
時
宜
ニ
寄
其
藩
ニ
モ
可
罷
越
候
間
此
旨
相
達
候
事

但
　
諸
事
外
務
省
ヘ
可
伺
出
候
事

正
月
　
　
　
　
太
政
官
」

△
四
六
四
「
英
国
領
事
ノ
加
州
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
ニ
関
ス
ル
指
令
了
承
ノ
旨
回
答
ノ
件
」（
二

月
五
日
）

│
│
新
潟
件
ヨ
リ
外
務
省
宛
│
│

△
四
六
五
「
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
」（
二
月
。
日
欠
）

│
大
聖
寺
藩
異
宗
門
掛
ヨ
リ
ノ
報
告
書
│

（
注
）
英
国
岡
士
〔
新
潟
領
事
代
理
ト
ゥ
ル
ー
プ
〕
お
よ
び
外
務
少
丞
水
野
良
之
一
行
、
二

月
二
十
二
日
、
金
沢
到
着
。

○
明
治
四
年
正
月
四
日

「
吉
井
立
吉
義
、
海
外
え
被
遣
候
ニ
付
支
度
且
異
宗
徒
之
義
ニ
付
旁
為
早
廻
、
廿
三
日
発
足
之

義
申
来
候
へ
共
不
成
、
着
少
々
洋
行
ハ
至
急
ニ
も
不
至
歟
」（
恭
敏
公
『
御
手
留
抄
』）

「
吉
井
立
吉
昨
夕
来
東
京
替
も
無
之
且
異
宗
徒
義
当
藩
奇
酷
ニ
取
扱
候
由
、
異
人
承
今
度
指
立

候
、
以
前
何
と
歟
改
心
之
義
申
立
不
参
□
相
成
可
然
哉
之
東
京
庁
ニ
而
詮
義
振
を
申
越
ス
／
○

此
元
ニ
而
之
考
ハ
ヲ
ス
ポ
ン
位
何
と
歟
申
ニ
而
も
無
之
哉
、
此
度
之
趣
意
ハ
改
心
い
た
し
候
事

不
服
故
、
右
様
申
立
候
ニ
而
も
無
之
哉
、
当
藩
大
村
藩
之
事
を
申
立
候
旨
甚
お
か
し
な
訳
歟
」

（
恭
敏
公
『
御
手
留
抄
』）

十
四
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○
明
治
四
年
正
月

「

金
　
沢
　
藩

今
般
英
国
人
其
藩
へ│
相
越
候
ニ
付
右
同
時
外
務
少
丞
水
野
良
之
被
差
遣
候
条
此
旨
相
達
候
事

但
　
諸
事
外
務
省
へ
可
伺
出
候
事

辛
未
正
月
　
　
　
　
　
　
　
太
政
官

今
般
英
国
人
其
藩
え
罷
越
候
趣
意
ハ
其
藩
へ
御
預
ケ
相
成
候
異
宗
之
も
の
取
扱
方
実
地
目
撃
之

儀
申
立
御
差
免
相
成
候
事

当
省
よ
り
も
水
野
外
務
少
丞
出
張
ニ
付
、
都
而
出
張
先
ニ
而
打
合
可
有
之
候
事

辛
未
正
月
　
　
　
外
務
省
」（「
太
政
官
布
告
并
諸
官
省
御
達
等
」
加
越
能
文
庫
）

（
注
）「
維
新
以
来
御
達
」（
加
越
能
文
庫
）
に
も
同
文
あ
り
。
こ
れ
は
、「
辛
未
正
月
廿
四
日
」

以
降
の
指
令
（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
、
七
五
三
〜
四
頁
）

○
明
治
四
年
二
月
廿
二
日
（
恭
敏
公
『
御
手
留
抄
』）

「
英
国
岡
士
昨
日
津
幡
泊
ニ
而
今
日
十
字
頃
当
藩
着
い
た
し
候
旨
及
届
候
」

「
今
日
ハ
幸
天
気
茂
能
、
昼
頃
よ
り
直
と
異
宗
徒
入
之
ケ
処
え
為
視
察
罷
越
、
尤
外
務
省
出
張

之
水
野
、
当
藩
懸
坪
内
〔
全
吾
〕
・
宮
本
〔
頼
三
〕
・
長
野
圭
次
郎
〔
通
訳
・
金
沢
藩
雇
〕
付

添
罷
越
候
事
」

「
水
野
外
務
大│
丞
義
、
此
間
同
処
見
分
い
た
し
随
分
手
厚
ニ
相
成
り
、
此
様
子
ニ
而
ハ
都
合
も

可
宜
旨
申
居
候
旨
且
右
御
拵
不
都
合
も
無
之
趣
ハ
輔
相
卿
え
水
野
よ
り
運
置
候
旨
、
草
案
ハ
庁

ニ
而
出
来
之
筈
」

「
四
五
日
逗
留
、
大
聖
寺
え
罷
越
可
申
旨
全
相
済
候
ハ
ヽ
直
書
ニ
而
、
輔
相
卿
え
紙
面
指
出
可

然
旨
」

○
『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻

「
切
支
丹
宗
民
巡
察
手
続
」（
視
察
報
告
書
抜
萃
・
和
訳
文
）

「
金
沢
之
事
」

「
和
暦
二
月
廿
二
日
ツ
ル
ッ
プ
并
水
野
及
加
賀
藩
官
員
数
名
同
道
に
て
金
沢
近
在
宗
民
居
留
地

え
立
越
、
初
手
に
見
廻
り
候
場
所
は
近
頃
市
中
に
掛
り
候
川
際
に
て
右
居
住
の
た
め
取
建
候
小
長

屋
に
有
之
、
右
は
最
初
入
置
候
家
屋
住
居
不
相
成
候
様
破
損
に
付
、
去
十
二
月
頃
同
所
前
書
の
小

長
屋
へ
移
候
事
に
有
之
、
則
同
所
宗
民
様
子
方
致
見
分
候
処
、
始
終
取
扱
振
十
分
に
有
之
候
へ
共
、

更
に
家
業
無
之
ツ
ル
ッ
プ
氏
宗
民
と
談
話
の
自
由
を
得
候
に
付
、
其
故
を
相
尋
候
処
、
家
業
相
始

候
便
宜
を
不
得
旨
相
答
申
候
。
次
に
前
書
川
岸
の
山
に
是
あ
る
病
院
を
見
廻
候
処
、
空
気
の
通
ひ

宜
清
浄
に
て
其
内
に
住
居
の
宗
民
十
一
人
取
扱
振
眼
前
丁
寧
に
相
見
へ
申
候
。
次
に
前
書
山
上
の

三
ケ
所
を
見
廻
り
候
処
、
初
手
の
方
は
長
屋
に
て
普
請
手
軽
く
中
央
を
仕
切
り
住
居
の
人
員
四
十

八
人
に
有
之
、
台
所
に
要
用
す
る
炊
具
も
備
り
候
事
、
川
際
の
山
の
通
に
有
之
候
得
と
も
一
体
の

模
様
汚
れ
た
る
事
一
倍
に
て
住
居
人
は
清
浄
に
注
意
不
致
、
是
も
家
業
有
之
候
て
も
聊
の
事
に
て

尤
四
五
人
の
中
、
口
に
は
索
を
綯
へ
山
に
て
木
を
伐
り
運
送
の
事
に
使
役
せ
ら
れ
其
仕
事
の
高
に

応
し
藩
よ
り
賃
銭
を
貰
ひ
受
候
趣
申
立
候
得
共
、
現
に
仕
事
致
居
候
も
の
は
見
受
不
申
候
。
次
に

見
廻
り
候
改
心
所
と
か
申
手
軽
の
家
屋
其
住
居
人
の
様
子
方
は
前
書
三
ケ
所
と
大
同
小
異
に
有

之
。
次
に
見
廻
り
候
所
は
則
無
名
人
の
書
中
に
掲
候
場
所
に
て
ツ
ル
ッ
プ
氏
見
受
候
所
其
有
様
左

の
通
に
有
之
、
実
は
此
家
屋
山
巓
の
凹
処
に
有
之
、
游
歩
の
止
宿
所
と
し
て
取
建
し
茶
屋
又
は
湯

屋
に
有
之
、
是
は
二
階
作
り
に
て
四
角
に
有
之
、
且
拙
者
致
見
分
候
節
は
頗
破
損
致
居
候
事
無
相

違
、
其
節
住
居
所
の
一
部
分
は
掃
除
も
能
く
整
ひ
居
り
、
住
居
不
致
所
は
甚
汚
穢
破
損
に
相
成
居

候
。
尤
宗
民
は
二
階
而
巳
に
住
居
致
し
、
間
毎
に
粗
席
を
布
き
置
候
。
右
前
書
三
ケ
所
に
住
居
の

宗
民
、
守
護
人
の
立
合
又
は
立
合
無
之
致
談
話
候
処
、
宗
民
共
拙
者
を
見
て
且
喜
び
且
怪
み
候
得

共
、
藩
よ
り
与
へ
候
南
京
米
の
性
合
に
付
官
員
を
憤
然
悪
言
せ
し
一
人
を
除
く
の
外
、
一
般
に
身

持
穏
厚
且
恭
敬
に
有
之
、
…
…
…
…
」（
七
九
六
〜
七
九
七
頁
）

「
大
聖
寺
之
事
」

「
二
月
廿
五
日
同
処
え
到
着
の
所
、
其
節
宗
民
は
仏
の
寺
院
に
住
居
し
、
尤
其
前
々
日
居
留
所

普
請
に
付
、
寺
院
に
移
せ
し
由
。
昨
午
年
五│
〔
正
〕
月
中
、
金
沢
│
│
〔
大
坂
〕
よ
り
送
越
せ
し
者
に

て
其
数
八
十
三
人
、
此
内
其
後
三
十
三
人
は
富
山
へ
被
移
候
よ
し
。
大
聖
寺
到
着
の
節
、
城
下
近

辺
の
元
稽
古
場
へ
入
置
、
右
稽
古
場
ツ
ル
ッ
プ
氏
到
着
の
前
日
前
々
日
よ
り
修
復
皆
出
来
に
付
、

切
支
丹
宗
民
住
居
の
節
、
如
何
な
る
様
子
に
有
之
や
難
解
に
因
て
到
着
の
せ
つ
出
入
の
自
由
を
不

許
候
故
、
全
手
を
空
く
致
居
候
。
宛
行
の
儀
は
男
女
共
三
合
八
勺
、
子
供
は
一
合
八
勺
に
有
之
由
。

其
後
午
四
月
八
日
よ
り
六
月
下
旬
迄
の
間
、
二
人
又
は
三
人
位
段
々
に
取
出
し
、
処
々
の
寺
院
に

分
配
し
其
寺
院
の
掃
除
役
に
相
成
、
其
外
僧
共
よ
り
仏
法
の
教
導
を
受
、
且
改
心
の
催
促
に
預
り

申
候
。
且
改
心
致
候
時
は
食
料
の
高
増
加
し
米
の
性
合
も
可
宜
と
の
事
を
以
被
誘
候
故
、
遂
に
実

功
相
見
へ
只
一
人
を
残
す
の
外
皆
改
心
致
又
改
心
の
者
え
は
褒
美
と
し
て
地
方
の
金
札
二
枚
、
知

十
五
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藩
事
よ
り
貰
ひ
受
、
其
価
は
凡
三
朱
に
当
り
申
候
。
…
…
…
…
」（
七
九
八
頁
）

「
富
山
之
事
」

「
三
月
朔
日
。
同
所
へ
初
手
に
被
送
候
宗
民
の
高
四
十
二
人
の
内
、
三
十
三
人
は
大
聖
寺
よ
り
、

内
九
人
は
金
沢
よ
り
被
送
候
者
に
有
之
。
到
着
の
節
は
二
里
程
隔
り
候
村
里
の
宿
屋
へ
分
配
し
其

守
護
と
し
て
五
人
つ
ゝ
致
交
代
、
其
食
料
の
儀
は
藩
入
費
に
て
宿
屋
の
主
よ
り
差
出
一
人
に
付
米

三
合
八
勺
、
其
外
味
噌
并
沢
庵
漬
に
御
坐
候
。
其
後
追
々
二
人
三
人
を
仏
の
寺
院
に
分
配
し
住
持

食
料
の
入
費
は
藩
よ
り
米
を
以
償
ひ
、
十
五
歳
以
上
五
十
歳
以
下
の
者
は
男
女
と
な
く
首
に
銕
環

を
懸
け
其
幅
曲
尺
に
て
八
分
厚
さ
二
分
後
に
錠
有
之
、
改
心
致
せ
し
段
申
立
次
第
銕
環
を
除
き
申

候
。
其
節
七
歳
以
上
の
子
供
は
親
に
分
れ
外
々
え
被
移
候
且
僧
教
導
の
事
に
付
、
全
口
上
を
以
説

得
致
候
而
已
に
て
只
一
人
の
女
子
を
打
擲
い
た
せ
し
よ
し
。
…
…
…
…
」（
七
九
九
頁
）

第
四
　
英
国
新
潟
領
事
代
理
ト
ゥ
ル
ー
プ
等
の
現
地
視
察
後

○
『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
四
巻
（
七
六
四
頁
〜
）

△
四
六
七
「
御
預
耶
蘇
教
徒
中
一
家
族
ハ
同
居
セ
シ
ム
ヘ
キ
様
、
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
三
藩
ヘ

達
ア
リ
度
旨
申
請
ノ
件
」（
三
月
二
十
三
日
）
│
│
外
務
省
ヨ
リ
太
政
官
弁
官
宛
│
│

付
属
書
一
「
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
三
藩
御
預
耶
蘇
教
徒
中
一
家
族
ハ
同
居
セ
シ
ム
ヘ
キ
様

御
沙
汰
ア
リ
度
旨
上
申
ノ
件
」

付
属
書
二
「
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
三
藩
御
預
耶
蘇
教
徒
中
家
族
離
別
ノ
者
ノ
名
簿
」

付
属
書
三
「
右
ニ
関
ス
ル
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
三
藩
ヘ
ノ
達
案
」

△
四
六
八
「
英
国
領
事
視
察
ノ
際
、
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
三
藩
ノ
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
ニ
約

定
違
反
ノ
廉
ア
リ
タ
ル
ニ
鑑
ミ
御
預
各
藩
ニ
対
シ
監
督
ノ
処
置
ア
リ
度
旨
建
言
ノ
件
」（
三
月
二

十
三
日
）
│
外
務
省
ヨ
リ
太
政
官
弁
官
宛
│

△
四
六
九
「
耶
蘇
教
徒
御
預
ノ
各
藩
ヘ
巡
察
派
遣
ニ
付
、
外
務
省
ヨ
リ
同
行
ア
ル
ヘ
キ
儀
ニ
関
シ

照
会
ノ
件
」（
三
月
二
十
七
日
）
│
三
条
右
大
臣
ヨ
リ
沢
外
務
卿
宛
│

△
四
七
○
「
耶
蘇
教
徒
御
預
各
藩
ニ
指
令
ス
ヘ
キ
取
締
心
得
ニ
関
シ
打
合
ノ
件
」（
三
月
二
十
七

日
）

│
三
条
右
大
臣
ヨ
リ
沢
外
務
卿
宛
│

△
四
七
一
「
耶
蘇
教
徒
御
預
各
藩
ヘ
ノ
取
締
心
得
並
ニ
巡
察
派
遣
ニ
関
シ
意
見
回
答
ノ
件
」（
三

月
二
十
八
日
）
│
沢
外
務
卿
ヨ
リ
三
条
右
大
臣
宛
│

△
四
七
九
「
金
沢
・
富
山
両
藩
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
ニ
関
ス
ル
件
」（
七
月
四
日
）

│
沢
外
務
卿
ト
英
国
臨
時
代
理
公
使
ト
ノ
対
話
書
│

△
四
八
○
「
新
潟
在
勤
英
国
領
事
代
理
ノ
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
三
藩
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
報
告

書
抜
粋
送
付
ノ
件
」（
七
月
六
日
）
│
英
国
臨
時
代
理
公
使
ヨ
リ
沢
外
務
卿
宛
│

△
四
八
三
「
水
野
外
務
少
丞
ノ
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
三
県
御
預
耶
蘇
教
徒
視
察
報
告
書
送
付
ノ

件
」（
七
月
十
八
日
）
│
寺
島
外
務
大
輔
ヨ
リ
英
国
臨
時
代
理
公
使
宛
│

△
四
八
四
「
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
三
県
御
預
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
ニ
関
ス
ル
件
」（
七
月
二
十
日
）

│
英
国
公
使
館
ニ
テ
岩
倉
外
務
卿
ト
英
国
臨
時
代
理
公
使
ト
ノ
対
話
覚
│

○
金
沢
、
明
治
五
年
正
月
〜
同
五
月
、
死
亡
者
（
六
人
）

壬
申
正
月
十
八
日
死
去
　
浦
中
野
村
　
　
　
　
　
　
　
喜
市

同
日
死
去
　
打
越
村
　
　
弥
三
郎
女
　
さ
の

壬
申
二
月
　
晦
日
死
去
　
打
越
村
　
　
由
太
郎
女
　
　
た
ね

壬
申
四
月
廿
七
日
死
去
　
中
尾
村
　
　
　
　
　
　
　
　
市
三
郎

壬
申
四
月
廿
九
日
死
去
　
浦
中
野
村
　
貞
次
郎
女
　
　
い
と

壬
申
五
月
廿
九
日
死
去
　
浦
中
野
村
　
和
吉
妻
　
　
　
と
も

〆
　
六
人

（
明
治
五
年
八
月
四
日
付
「
石
川
県
、
異
宗
徒
御
預
人
生
死
御
届
」、「
壬
申
異
宗
徒
一
件
」

『
公
文
録
』）

○
金
沢
、
明
治
五
年
五
月
、
脱
走
者
（
一
人
）

「
当
県
御
預
ケ
異
宗
徒

肥
前
国
浄
福
村
清
四
郎
養
子
佐
之
助

右
之
者
五
月
十
四
日
朝
日
雇
稼
ニ
可
罷
越
旨
同
居
之
者
ヘ
申
残
シ
其
儘
不
罷
帰
候
ニ
付
、
探
索

方
申
付
候
得
ト
モ
今
相
分
リ
不
申
、
此
段
御
届
申
上
置
候
、
以
上

壬
申
七
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
桐
山
石
川
県
権
参
事

内
田
石
川
県
参
事

史
官
　
御
中
」（「
壬
申
異
宗
徒
一
件
」『
公
文
録
』）

（
注
）「
同
五
月
十
四
日
、
責
付
人
異
宗
徒
長
崎
県
下
肥
前
国
彼
杵
郡
浦
浄
福
村
清
四
郎
ノ
義

十
六
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子
佐
之
助
ナ
ル
者
、
脱
走
ス
。」（『
石
川
県
史
料
』
第
一
巻
、
三
一
六
頁
）

○
大
聖
寺
、
明
治
五
年

「
同
年
五
月
□
日

│
│
│
│
│
、
旧
大
聖
寺
県
ヘ
責
付
ノ
異
宗
徒
四
十
五
人
ヲ
金
沢
ニ
移
ス
」

（
注
）
実
際
の
転
出
は
、「
六
月
六
日
」（『
加
賀
市
史
』
資
料
編
第
三
巻
、
六
一
七
頁
）

第
五
　
金
沢
・
大
聖
寺
・
富
山
に
流
配
さ
れ
た
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
長
崎
帰
還

長
崎
帰
還
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
段
階
が
あ
り
、
時
期
を
分
け
て
整
理
す
る
と
次
の
と
お
り
。

す
な
わ
ち
、
第
一
段
階
は
明
治
五
年
二
月
七
日
布
告
に
よ
る
「
悔
悟
者
赦
免
」
で
の
浦
上
帰
還
。

そ
し
て
第
二
段
階
は
、
明
治
六
年
三
月
十
四
日
達
に
よ
る
全
面
帰
還
。

○
〔
第
一
段
階
〕
明
治
五
年
二
月
七
日
、
太
政
官
布
告
（『
法
令
全
書
』）

「
去
巳
年
中
各
地
方
官
ヘ
御
預
ケ
相
成
候
異
宗
徒
ノ
中
悔
悟
致
シ
候
者
ハ
御
赦
免
相
成
候
条
管

下
民
籍
ヘ
編
入
又
ハ
本
籍
ヘ
復
帰
等
本
人
ノ
望
ミ
ニ
任
セ
厚
ク
世
話
可
致
事

但
　
活
計
難
相
立
者
ハ
窮
民
救
助
ノ
規
則
ニ
準
シ
見
込
ノ
趣
詳
細
取
調
大
蔵
省
ヘ
可
申
出
事
」

○
〔
第
二
段
階
〕
明
治
六
年
三
月
十
四
日
、
太
政
官
正
院
よ
り
達
（『
法
令
全
書
』）

「
司
法
省
〔
あ
て
〕
／
兼
テ
諸
県
ヘ
御
預
相
成
居
候
長
崎
県
下
異
宗
徒
、
今
般
帰
籍
被
　
仰
付

候
ニ
付
、
別
紙
之
通
、
県
々
ヘ
御
沙
汰
相
成
候
条
、
為
心
得
此
旨
相
達
候
也

（
別
紙
一
）「
長
崎
県
／
其
県
下
異
宗
徒
、兼
テ
左
ノ
県
々
ヘ
御
預
相
成
居
候
処
、
今
般
帰
籍

被
　
仰
付
候
条
其
旨
相
心
得
各
県
ヨ
リ
受
取
方
取
計
可
申
事

明
治
六
年
三
月
十
四
日
　
　
太
政
官
」

（
別
紙
二
）「
…
…
…
…
四
百
六
十
四
人
　
石
川
県
　
│
（
注
）
正
確
で
は
な
い
。

四
十
六
人
　
　
　
新
川
県
　
│
（
注
）
正
確
で
は
な
い
。

…
…
…
…

合
計
　
千
九
百
三
十
八
人
」

（
別
紙
三
）「
広
島
始
外
十
六
県
／
兼
テ
御
預
相
成
居
候
長
崎
県
下
異
宗
徒
、
今
般
帰
籍
被

仰
付
候
条
、
同
県
ヘ
引
渡
可
申
事

明
治
六
年
三
月
十
四
日
　
　
太
政
官
」

以
下
、
具
体
的
に
た
ど
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

a
〔
第
一
段
階
〕
│
明
治
五
年
二
月
七
日
以
降
〜
明
治
六
年
三
月
十
四
日
ま
で
の
帰
還

○
明
治
五
年
「
同
八
月
□
日
（
注
）、
異
宗
徒
悔
悟
改
心
ス
ル
者
肥
前
国
彼
杵
郡
浦
中
野
村
新
左

衛
門
等
十
人
ヲ
長
崎
県
ニ
還
ス
。
│
異
宗
徒
還
徒
以
来
藩
一
向
宗
西
勝
寺
西
源
寺
本
誓
寺
以
上

三
寺
ノ
僧
ニ
命
シ
懇
ニ
之
ヲ
教
諭
シ
良
民
ニ
復
セ
シ
ム
。
明
治
三
年
十
一
月
悉
ク
悔
悟
改
心
ス
。

本
条
以
下
、
長
崎
県
ニ
還
ス
モ
ノ
ハ
都
テ
異
宗
悔
悟
ノ
者
ニ
係
ル
。
毎
条
之
ヲ
詳
ニ
セ
ス
。
│
」

（『
石
川
県
史
料
』
第
一
巻
、
三
一
五
頁
）

（
注
）『
公
文
録
』
に
よ
れ
ば
、「
壬
申
八
月
九
日
発
途
」

石
川
県
よ
り
史
官
あ
て
届
出
（
壬
申
九
月
）
に
も
と
づ
き
、
史
官
よ
り
外
務
省
あ
て
回
達

（
壬
申
十
月
八
日
）
│
（『
公
文
録
』）

肥
前
浦
中
野
村

繁
十
、
甚
三
郎
、
新
左
衛
門
、
佐
重
、
市
五
郎
、
貞
次
郎
、
次
平
、
サ
ヨ
、
サ
キ
、

チ
ヨ
。
│
（
三
俣
著
、
八
一
〜
八
二
頁
）

○
明
治
五
年
「
同
九
月
十
二
日
、
彼
杵
郡
浄
福
村
福
次
郎
等
二
十
二
人
ヲ
長
崎
県
ニ
還
ス
」

（
注
）
石
川
県
よ
り
史
官
あ
て
届
出
（
壬
申
九
月
）
に
も
と
づ
き
、
史
官
よ
り
外
務
省
あ
て

回
達
（
壬
申
十
月
八
日
）
こ
れ
に
は
、
次
の
二
十
三
人
の
名
前
あ
り
。
│
（『
公
文
録
』）

○
浄
福
村
／
福
次
郎
、
喜
代
次
、
喜
与
蔵
、
市
三
郎
。
○
中
尾
村
／
道
之
助
、
忠
太
郎
、

ミ
セ
、
モ
ト
、
ミ
ヨ
、
マ
ス
、
ヤ
ス
。
○
上
原
村
／
留
五
郎
、
由
太
郎
、
ト
キ
、
ヤ
エ
、

コ
マ
、
エ
ツ
。
○
大
坪
村
／
峯
八
。
○
岡
村
／
平
蔵
、
ヰ
ノ
、
ト
メ
。
○
橋
口
村
／
寅

之
助
。
○
塔
尾
村
／
嘉
蔵
。
│
（
三
俣
著
、
八
二
〜
八
四
頁
）

○
「
明
治
六
年
二
月
二
十
日
、
同
郡
中
尾
村
金
作
ヲ
長
崎
県
ニ
還
ス
」（『
石
川
県
史
料
』
第
一
巻
、

三
一
六
頁
）

（
注
）
金
作
は
、
改
心
し
て
、
い
っ
た
ん
編
籍
し
た
が
、
の
ち
復
籍
。（
片
岡
・
異
宗
門
徒
人

員
帳
の
研
究
、
二
○
頁
参
照
）

s
〔
第
二
段
階
〕
│
明
治
六
年
三
月
十
四
日
以
降
の
帰
還

（
ａ
）
金
沢
（
明
治
六
年
三
月
十
五
日
・
『
公
文
録
』）

「
元
金
沢
県
御
預
異
宗
徒
五
百
二
十
六
人
（
注
）
并
出
産
ノ
者
五
十
五
人
」

（
注
）「
御
引
渡
ノ
砌
途
中
ニ
テ
脱
走
一
人
」〔
善
次
郎
〕
と
、
後
の
来
訪
者
で
「
於
当
県
脱

十
七
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走
一
人
」〔
佐
之
助
〕
を
含
む
。
つ
ま
り
、
実
数
の
五
百
二
十
四
人
＋
二
人
＝
五
百
二

十
六
人
。
当
初
、
金
沢
藩
が
預
か
っ
た
実
人
数
は
、
五
百
二
十
四
人
。
こ
の
う
ち
、
九

人
は
富
山
へ
移
さ
れ
る
。
残
り
五
百
十
五
人
。
こ
の
な
か
に
佐
之
助
は
含
ま
れ
な
い
。

（
ｂ
）
大
聖
寺
（
明
治
六
年
三
月
十
五
日
・
『
公
文
録
』）

当
初
八
十
三
人
。
の
ち
富
山
へ
三
十
三
人
移
る
。
残
り
五
十
人
。
死
亡
五
人
。
残
り
四
十
五
人
。

「
元
大
聖
寺
県
御
預
異
宗
徒
四
十
四
人
并
出
産
ノ
者
一
人
（
注
）」

（
注
）
三
俣
著
に
い
う
通
り
、
大
聖
寺
で
の
出
産
は
な
い
。
し
か
し
、
金
沢
に
移
さ
れ
た
と

き
の
合
計
人
数
は
、
四
十
五
人
の
ま
ま
で
正
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
ｃ
）

○
明
治
六
年
三
月
十
五
日
現
在
の
人
数
（
大
聖
寺
よ
り
移
さ
れ
た
四
十
五
人
を
含
む
）

◇
総
計
四
百
八
十
一
人
（
内
、
男
二
百
四
拾
一
人
。
女
二
百
四
拾
人
）。
外│
一
人
脱
走
。

（
注
）
脱
走
者
一
人
は
佐
之
助
の
こ
と
を
指
す
が
、「
外
」
数
で
は
な
く
、
総
計
に
含
む
。

○
三
月
十
五
日
以
降
、
四
月
十
五
日
ま
で
の
出
生
・
死
亡

（
明
治
六
年
四
月
十
五
日
│
『
公
文
録
』〔

〕
内
は
森
山
注
記
）

浦
中
野
村
　
　
き
く
出
産
　
　
三
月
二
十
三
日
出
生
　
　
女
き
み
　
〔
父
・
熊
五
郎
？
〕

同
　
　
村
　
〔
き
く
出
産
〕

同
月
二
十
四
日
出
生
　
　
女
と
ん
　
〔
父
・
国
吉
〕

浄
福
村
　
　
忠
太
郎

│
│
│
伜
　
　
三
月
二
十
二
日
死
亡
　
　
忠
吉
　
　
〔
父
・
忠
太
郎
〕

○
「
同
〔
明
治
六
年
〕
四
月
七
日
ヨ
リ
十
六
日
ニ
至
ル
マ
テ
異
宗
徒
悔
悟
改
心
ノ
者
四
百
六
十
三

人
ヲ
長
崎
県
ニ
還
ス
」（『
石
川
県
史
料
』
第
一
巻
、
三
一
五
〜
六
頁
）

（
注
）
四
月
二
十
一
日
、
二
人
が
神
戸
に
到
着
。
以
降
、
続
々
と
神
戸
に
集
結
。

（
三
俣
著
、
三
○
頁
〜
）

○
「
同
五
月
二
十
四
日
、
彼
杵
郡
上
原
村
辰
蔵
等
二
人
ヲ
長
崎
県
ニ
還
ス
」

（『
石
川
県
史
料
』
第
一
巻
）

（
注
）
辰
蔵
と
今
一
人
は
弟
の
富
次
郎
か
。
辰
蔵
の
妻
子
は
富
山
組
な
の
で
別
々
だ
っ
た
ら

し
い
。

○
「
同
六
月
廿
三
日
、
同
郡
打
越
村
宅
十
等
十
五
人
ヲ
長
崎
県
ニ
還
ス
」（『
石
川
県
史
料
』）

（
注
）
宅
十
、
妻
ソ
ヨ
、
長
男
文
太
郎
、
次
男
辰
三
郎
。
ソ
ヨ
出
産
（
作
松
）
│
九
月
│
│
十
二
日
。

甚
吉
、
妻
テ
イ
、
甚
吉
の
母
フ
イ
、
テ
イ
出
産
（
ム
ツ
）
│
五
月
五
日
。

市
蔵
、
妻
サ
ク
、
長
男
松
五
郎
、
市
蔵
の
兄
夫
婦
（
虎
三
郎
、
キ
ヨ
）。

サ
ク
出
産
（
ミ
サ
）
│
五
月
八
日
、。
計
十
五
人
。（
三
俣
俊
二
著
、
一
四
三
頁
）

（
注
の
注
）『
太
政
類
典
』
は
「
九
月
十
二
日
」
と
し
、
三
俣
著
は
「
六
月
十
二
日
」

の
誤
記
で
は
な
か
ろ
う
か
と
す
る
（
一
五
二
頁
）
が
、
六
月
で
は
、
出
立
の
日
ま

で
の
日
数
が
短
か
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
九
」
は
「
五
」
の
誤
読
（「
五

月
十
二
日
」）
で
あ
ろ
う
。（『
公
文
録
』
は
、「
五
月
十
二
日
」）

十
八

○出生・死亡による増減（明治 6年 3月 15日現在。─『公文録』 ）�
Ａ．出生 55人�
Ｂ．死亡 102人 〔このうち、51人は、明治 3年 12月 25日以前に金沢で死亡。〕�
 〔大聖寺での死亡 5人は含まない。金沢移管後の死亡は含む？〕�
�
  （当初） （減）�
差引 － 47人 515－ 47＝ 468人�
�
移管（増） ＋ 45 （明治 5年 6月、大聖寺より移される）�
 513�
帰還済み（減） － 33 （明治 5年 8月 9日～翌 6年 2月 20日帰還）�
 480 （佐之助は含まない）�
�

○明治 6年 3月 15日現在（『公文録』）─旧大聖寺藩から移された人数を含む─�
 村名 家数 人数  〔うち乳幼児（明治 3年申当歳～申三歳）〕�
 上原村 12 42 〔  1 〕�
 大坪村 8 34 〔  3 〕�
 浦中野村 25 102 〔 13 〕�
 浄福村 14 50 ※ 〔  4 〕�
 高野村 6 33 〔  4 〕�
 打越村 18 96 〔  5 〕�
 中尾村 9 34 〔  4 〕�
 中之辻村 7 16 〔  1 〕�
 華下村 2 6 〔  0 〕�
 横丁村 3 14 〔  2 〕�
 岡村 3 10 〔  1 〕�
 林之内 3 14 〔  1 〕�
 橋口村 7 30 〔  2 〕�
 13村 117 481 ※ 〔 41 〕（注）出生 55人とあるが、この差─死？�
 （うち男 241）※佐之助を含む�
 （うち女 240）�
◇当初の人数に含まれていない佐之助を除くと、残り人数は 480人�
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○
明
治
六
年
九
月
二
十
九
日
、
長
崎
県
か
ら
大
蔵
省
に
届
け
出
た
帰
籍
人
員

「
浦
上
村
山
里
ヘ
帰
籍
異
宗
徒
無
家
調
書
」
│
加
賀
・
越
中
の
み
抄
録
│

五
月
二
十
八
日
　
新
川
県
ヨ
リ
　
正
四
十
三
人
（
内
　
家
有
二
十
八
人
。
無
家
十
五
人
）

六
月
七
日
　
石
川
県
ヨ
リ
　
正
四
百
五
十
九
人
（
内
　
同
二
百
五
十
一
人
。
同
二
百
八
人
）

六
月
十
日
　
同
　
県
ヨ
リ
　
正
二
人
（
但
　
家
有
）

八
月
五
日
　
石
川
県
ヨ
リ
　
正
十
五
人
（
内
　
家
有
九
人
。
無
家
六
人
）

（『
太
政
類
典
』
明
治
六
年
十
月
三
十
日
）
│
三
俣
著
、
三
五
頁
〜
）

○
「
明
治
七
年
四
月
十
五
日
、
同
郡
浄
福
村
市
五
郎
ヲ
長
崎
県
ニ
還
ス
。
市
五
郎
責
付
中
更
ニ
犯

罪
ア
リ
懲
役
一
年
ニ
処
ス
。
爰
ニ
至
テ
満
期
其
本
籍
ニ
還
ス
。」

（
注
）
市
五
郎
の
「
犯
罪
」
不
詳
。

（『
石
川
県
史
料
』
第
一
巻
、
三
一
六
頁
）

○
「
同
六
月
二
十
四
日
、
同
郡
浦
中
野
村
熊
五
郎
妻
キ
ク
及
ヒ
其
孩
児
ヲ
長
崎
県
ニ
還
ス
。
キ
ク

亦
責
付
中
更
ニ
犯
罪
ア
リ
、
懲
役
一
年
ニ
処
シ
、
爰
ニ
至
テ
満
期
其
本
籍
ニ
還
ス
。」（
同
）

（
注
）
キ
ク
の
「
犯
罪
」
不
詳
。
熊
五
郎
は
、
長
州
藩
に
流
配
の
は
ず
。
出
産
の
事
情
不
明
。

（
補
記
）
帰
還
方
法
の
改
善

○
事
項
一
六
「
諸
県
御
預
耶
蘇
教
徒
ノ
赦
免
並
ニ
耶
蘇
信
仰
ニ
対
ス
ル
処
置
ニ
関
ス
ル
件
」

（『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
六
巻
、
五
八
七
頁
〜
）

△
二
四
七
「
石
川
県
ヨ
リ
帰
籍
中
ノ
耶
蘇
教
徒
取
扱
振
ニ
関
シ
英
国
公
使
ヨ
リ
申
入
ア
リ
タ
ル
ニ

付
右
処
置
方
、
兵
庫
県
ヘ
指
令
シ
置
キ
タ
ル
旨
、
並
ニ
大
蔵
大
輔
申
立
ノ
右
教
徒
海
路
送
還
ノ
儀
、

表
向
大
蔵
省
ヘ
達
ア
リ
度
旨
上
申
ノ
件
」（
四
月
廿
七
日
）

付
属
書
一
（
神
戸
在
勤
英
国
領
事
ヨ
リ
英
国
公
使
宛
電
報
写
）

「
石
川
県
ヨ
リ
帰
籍
中
ノ
耶
蘇
教
徒
過
酷
ノ
取
扱
ヲ
受
ケ
居
レ
ル
旨
報
告
ノ
件
」

「
甲
／
四
百
余
人
の
耶
蘇
宗
民
、
加
賀
よ
り
一
日
に
四
拾
六
人
壹
組
つ
ゝ
陸
路
を
南
方
に
送
ら

れ
、
六
日
初
組
当
所
に
到
着
致
し
候
。
老│
人
小
児
病
者
足
痛
者
な
と
も
駕
籠
な
き
時
に
は
強
て
歩

行
せ
し
め
、
如
此
過
酷
の
取
扱
に
て
は
其
旅
行
を
終
さ
る
前
、
許
多
の
死
を
招
く
へ
き
事
必
然
と

相
見
候
。
陸
路
旅
行
は
余
り
憫
然
に
付
、
船
路
よ
り
送
ら
れ
候
様
に
と
県
令
代
被
申
立
候
得
共
、

大
政
府
に
願
立
る
事
を
も
拒
ま
れ
、
此
義
慈
仁
の
故
を
以
願
立
ら
れ
候
様
に
は
相
成
間
敷
哉
」

付
属
書
二

「
乙
／
加
賀
よ
り
帰
る
人
の
中
、
老
人
病
者
等
は
御
下
知
あ
る
迄
滞
留
許
さ
る
へ
し
／
外
務
省
」

△
二
四
八
「
石
川
県
ヨ
リ
帰
籍
中
ノ
耶
蘇
教
徒
中
老
幼
病
者
等
海
路
送
還
ノ
儀
、
兵
庫
県
ヘ
達
方
、

大
蔵
省
ヘ
通
達
シ
置
キ
タ
ル
旨
申
入
ノ
件
」（
四
月
廿
九
日
）

「
石
川
県
ヨ
リ
耶
蘇
宗
民
帰
籍
ノ
者
、
老
幼
病
者
等
、
神
戸
表
ヨ
リ
長
崎
表
迄
日
本
船
ニ
テ
送

リ
返
シ
候
様
申
立
ノ
通
リ
大
蔵
省
ヨ
リ
兵
庫
県
ヘ
可
相
達
旨
同
省
ヘ
相
達
候
条
此
旨
申
入
候
也

明
治
六
年
四
月
二
十
九
日
　
正
院

外
務
省
」

△
二
四
九
「
石
川
県
ヨ
リ
帰
籍
中
ノ
耶
蘇
教
徒
処
置
方
、
兵
庫
県
ヘ
指
令
ニ
及
ヒ
タ
ル
旨
通
知
ノ

件
」（
四
月
廿
九
日
）

付
属
書
「
電
信
ヲ
以
兵
庫
県
ヘ
達
案
」

「
石
川
県
ヨ
リ
長
崎
県
ニ
帰
ル
異
宗
人
其
県
ニ
於
テ
日
本
船
ヲ
雇
ヒ
相
当
ノ
処
置
ヲ
以
テ
送
届

ク
ヘ
シ
」

△
二
五
五
「
石
川
県
耶
蘇
教
徒
ノ
送
還
方
ニ
関
ス
ル
兵
庫
県
ヨ
リ
ノ
申
越
通
達
ノ
件
」（
五
月
三

十
一
日
）

（
未
　
完
）

十
九
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